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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画の概要 

（１）計画策定の趣旨 

○本市では、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする「第二期長野市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援に関する施策を推進してきました。 

引き続き、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現に向けた取組を計画的に推進

するため、「第三期長野市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

○これまでの子ども・子育て支援施策の取組状況を検証し、見直しを行うとともに、子ども・

子育てを取り巻く変化に対応した施策を推進します。 

 

（２）計画の位置付け 

○子ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」に位置付け

ます。 

○次世代育成支援対策推進法に定める「行動計画策定指針」に示される基本理念及び基本的事

項等を踏まえた計画とします。 

○児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律に基づく、児童虐待防止のための施策を包含

します。 

○本市市政の最上位計画である「第五次長野市総合計画」の方向性を踏まえるとともに、子ど

もの貧困対策推進法に基づく「長野市子どもの貧困対策計画」をはじめ、関連分野の個別計

画、県の関連計画との整合性を図るものとします。 

 

（３）計画期間 

○令和７年度から令和 11年度までの５年間とします。 

○社会情勢の変化や国の制度の変更、市の上位計画・関連計画の見直し、市民ニーズ等に対応

するため、計画期間の中間年を目安として、事業や目標値等の見直しを実施します。 

 

（４）策定体制

○本計画の策定に当たっては、子ども・子育て支援法第 77条に定められている「合議制の機

関（長野市版子ども・子育て会議）」として位置づけられた、長野市社会福祉審議会児童福

祉専門分科会において、計画の内容などについての協議を行いました。 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

第五次長野市総合計画

第三期長野市子ども・子育て支援事業計画

第四次長野市地域福祉計画

第三次長野市教育振興基本計画

第２次長野市障害者基本計画

第７期長野市障害福祉計画・
第３期長野市障害児福祉計画

第四次長野市健康増進計画・
第四次長野市食育推進計画

第五次長野市男女共同参画基本計画

第三次長野市スポーツ推進計画

第三次長野市文化芸術振興計画

長野市子どもの貧困対策計画

関連計画の名称
関連計画の期間

H29～R5

R2～R6 R7～R11

R4～R8

H29～R8

R5～R9

R4～R8

R4～R8 R9～R13策定予定

R9～

R3～R8

R6～R8

R4～R8

R9～R18策定予定

R9～R13策定予定

R9～R14策定予定

R9～R11策定予定

R6～R11

R4～R8 R9～R13策定予定

H29～R8

R3～R5

R9～R13策定予定

第三期長野市子ども・子育て支援事業計画

【上位計画】 

・第五次長野市総合計画（Ｈ29～Ｒ８） 

 

【根拠法】 

・子ども・子育て支援法 

・次世代育成支援対策推進法 

方向性 規定 

整合 

【長野県関連計画】 

・第三期長野県子ども・子育て支援事

業計画（R７～R11） 

・長野県子ども・若者支援総合計画

（長野県こども計画）（R５～R９） 

整合・参照 

次世代育成支援対策行動計画と一体的に策定 

【関連計画】 

・第四次長野市地域福祉計画（R４～R８） 

・第三次長野市教育振興基本計画（R４～R８） 

・第２次長野市障害者基本計画（R３～R８） 

・第７期長野市障害福祉計画・第３期長野市障害児福祉計画

（R６～R８） 

・第四次長野市健康増進計画・第四次長野市食育推進計画 

（R６～R11） 

・第五次長野市男女共同参画基本計画（R４～R８） 

・第三次長野市スポーツ推進計画（R４～R８） 

・第三次長野市文化芸術振興計画（H29～R８） 
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２ 計画策定の背景 

（１）各種法令・制度の動向 

① こども基本法の制定 

○こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべて

のこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こど

も政策を総合的に推進することを目的として、令和４年６月に成立し、令和５年４月に

施行されました。同法では、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等

の意見の反映などについて定めています。 

【こども基本法における６つの基本理念】 

１ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

２ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され

保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）

の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

３ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全て

の事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保され

ること。 

４ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮されること。 

５ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的

責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う

とともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保す

ることにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

６ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
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② 子ども・子育て支援制度の改正 

○「こども未来戦略」（令和５年 12月閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策

を着実に実行するため、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和６年６月

に成立しました。 

〇主な改正点は右のとおりです。 

 

ライフステージを通じた子育て

に係る経済的支援の強化 

・児童手当の拡充 

・妊婦のための支援給付の創設  等 

すべてのこども・子育て世帯を

対象とする支援の拡充 

・妊婦等包括相談支援事業の創設 

・こども誰でも通園制度の創設 

・産後ケア事業の地域子ども・子育て支援事業への位置づけ 

・ヤングケアラーを子ども・若者支援の対象として明記 等 

共働き・共育ての推進 ・出生後休業支援給付、育児時短就業給付の創設 

・自営業・フリーランス等の育児期間における国民年金保険料免除

措置 

子ども・子育て支援特別会計（いわゆる「こども基金」）の創設 

子ども・子育て支援金制度の創設 

 

③ 次世代育成支援対策 

〇次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、平成 17 年に施行された 10 年間

の時限立法「次世代育成支援対策推進法」が令和６年に改正、令和 17 年３月 31 日まで

延長されました。 

 

④ 児童虐待防止対策 

〇令和４年６月に児童福祉法が改正され、市区町村において、子ども家庭総合支援拠点（児

童福祉）と子育て世代包括支援センター（母子保健）の設立の意義や機能は維持した上で

組織を見直し、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有

する機関（こども家庭センター）の設置に努めることとされました。 

○また、訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う

事業として、「子育て世帯訪問支援事業」「児童育成支援拠点事業」「親子関係形成支援

事業」が新設されました。 

 

⑤ 障害児支援施策 

〇日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童の

健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止するため、令和３年６月に医療的

ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が成立しました。 

○令和４年６月の児童福祉法改正により、児童発達支援センターが地域における障害児支

援の中核的役割を担うことが明確化されました。 
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⑥ 子どもの貧困対策 

〇令和６年６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の名称が「こどもの貧困の解消

に向けた対策の推進に関する法律」に改正され、「基本理念」に、こどもの貧困の解消に

向けた対策は「こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐこと

を旨として、推進されなければならない」ことなどが明記されました。 

 

⑦ 地域共生社会の実現 

〇令和２年６月の社会福祉法の改正により「重層的支援体制整備事業」 が創設され、令和

３年４月より施行されています。 

【重層的支援体制整備事業の概要】 

市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を
構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づ
くりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施 

・包括的相談支援事業 ・参加支援事業 
・地域づくり事業   ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
・多機関協働事業 

 

⑧ 雇用・就労関連 

〇令和６年５月に育児・介護休業法が改正され、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現

するための措置の拡充や育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止

のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられています。 

 

  



7 

（２）県・長野市の動向 

① 長野県子ども・子育て支援事業計画 

〇長野県では、令和２年４月に策定した「長野県子ども・子育て支援事業計画」が令和６年

度末をもって終了することから、令和７年度を初年度とする「第三期長野県子ども・子育

て支援事業計画」を策定しています。 

 

② 長野県子ども・若者支援総合計画（長野県こども計画） 

〇長野県では、平成 30 年３月に策定した「長野県子ども・若者支援総合計画」について、

子ども・若者が置かれている環境の変化や新型コロナウイルス感染症の流行による影響

等を踏まえ、結婚・妊娠・出産、幼少期から青年期まで、切れ目なく子ども・若者を社会

全体で支え、応援するため、令和５年度を初年度とする新たな「長野県子ども・若者支援

総合計画」を策定しました。 

〇「長野県子ども・若者支援総合計画」は、以下の計画を包含し、こども基本法に基づく

「都道府県こども計画」に位置付けられています。 

 

・長野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン 3.0」における子ども・若者関連施策の個別計画  

・県民の希望をかなえる少子化対策の推進に関する条例に基づく「行動計画」  

・次世代育成支援対策推進法に基づく「都道府県行動計画」  

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「都道府県子ども・若者計画」  

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「自立促進計画」  

・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「都道府県子どもの貧困対策計画」  
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（３）本市の動向 

① 第五次長野市総合計画 

〇平成 29年度から令和８年度を計画期間とする「第五次長野市総合計画」では、まちの将

来像を「幸せ実感都市『ながの』～“オールながの”で未来を創造しよう～」としていま

す。 

〇保健福祉分野の進めるべき政策の一つに「少子化対策、切れ目のない子ども・子育て支

援」を掲げています。 

 

【将来像】      【保健・福祉分野】       【子ども・子育て支援関連施策】 

 

 

 

 

 

② 長野市子どもの貧困対策計画 

〇本市ではこれまで「第二期長野市子ども・子育て支援事業計画」の個別施策の一つとして

「子どもの貧困対策の推進」を掲げていましたが、令和５年３月に「長野市子どもの貧困

対策計画」を策定しました。 

 

【基本理念】           【基本的な視点】        【重点的に取り組む分野】 

 

  

幸せ実感都市 

「ながの」 

人にやさしく 

人がいきいき暮らす

まち「ながの」 

少子化対策、切れ目のない子ども・子育て支援

●結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目ない支援 

●子どもの成長を育む環境の充実 

●社会的援助を必要とする家庭等の自立支援 
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３ 長野市の子ども・子育て環境の状況 

（１）少子化の進行と世帯構成の変化 

① 少子化の状況 

本市の年少人口は、平成 12年の 59,035人から令和２年には 42,777人と 20年間で 16,258

人（27.5％）減少しています。生産年齢人口も減少傾向にあり、今後も少子化が急速に進行す

ることが見込まれます。 

出生数の推移をみると、平成 20年の 3,382人から令和 5年には 1,215人（35.9％）減少の

2,167 人となっています。合計特殊出生率は、平成 26 年以降概ね横ばいで推移していました

が、令和２年に低下し、再び横ばいで推移しています。 

 

■年齢３区分別人口の推移               

 

出典：国勢調査 

■出生数及び合計特殊出生率の推移 

 

出典：人口動態統計、長野市企画課資料 
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② 世帯構成の変化 

本市の総世帯数は増加傾向にあり、平成 12 年の 139,289 世帯から 20 年間で 17,686 世帯

（12.7％）増加し、令和２年には 156,975世帯となっています。１世帯あたり人員は年々減少

し、平成 12年の 2.78人から令和２年には 2.37人まで減少しています。 

世帯構成の推移をみると、ここ 20年間で単独世帯が増加する一方、３世代世帯が減少して

います。長野県や全国と比べると、核家族世帯および３世代世帯の割合は、全国より高く、長

野県より低くなっています。また、少子化に伴い、６歳未満の子どもがいる世帯が減少してき

ています。 

 

■総世帯数及び１世帯あたり人員の推移 

 

出典：国勢調査 

 

■世帯構成の推移及び県・全国との比較 

 

出典：国勢調査 
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（２）婚姻・離婚の状況 

婚姻数は減少傾向がみられます。人口千人に対する婚姻数（婚姻率）も低下してきており、

特に令和２年以降、大きく低下しています。離婚件数は平成 28年以降減少しつづけてします。

離婚率も令和２年以降、低下しています。 

性別・年齢別未婚率の推移をみると、男性女性ともに、35-39歳を除いて未婚率が上昇して

おり、特に 45歳以上で上昇幅が大きくなっています。50歳時未婚率では、令和２年時点で男

性が 23.9％、女性が 14.9％となっており、平成 22年から大きく上昇しています。 

 

■婚姻数・率及び離婚数・率の推移 

 
出典：人口動態統計 

■性別・年齢別未婚率の推移 

 
出典：国勢調査 
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（３）家庭における子育ての状況 

① 子育ての楽しさ・負担感 

ニーズ調査の結果から子育ての楽しさについてみると、「とても楽しい」と「まあ楽しい」

を合わせた『楽しい』と回答した人の割合が９割を超えています。 

子育ての負担感について、１割弱の人が「とても感じる」と回答し、「ある程度感じる」を

合わせた『感じている』の割合が６割以上となっています。 

５年前の調査結果と比べると、子育てが『楽しい』と回答した人の割合が増加する一方、負

負担を『感じている』人の割合も増加しています。 

 

■子育ての楽しさ 

【就学前児童保護者】                【小学生保護者】 

 

出典：H30、R5ニーズ調査 

 

■子育ての負担感 

【就学前児童保護者】                【小学生保護者】 

 

出典：H30、R5ニーズ調査 
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② 子育ての悩みや不安 

ニーズ調査の結果から保護者の悩みや不安をみると、就学前児童保護者、小学生保護者とも

「将来予想される経済的負担」、「出費がかさむこと」、「病気や発育・発達に関すること」

が上位に来ています。また、就学前児童保護者では「仕事や自分のことが十分にできない」、

小学生保護者では「子どもの教育・学力に関すること」の割合も高くなっています。 

子育ての負担感を「とても感じる」人の悩みや不安の状況をみると、「仕事や自分のことが

十分にできない」「子供との接し方に自信が持てない」「病気や発育・発達に関すること」「子

どもを叱りすぎている気がする」等で、全体との差が大きくなっています。 

 

■子育ての悩みや不安【上位５項目】 

【就学前児童保護者】                 【小学生保護者】 

  

出典：H30、R5ニーズ調査 

 

■負担感が強い人の悩みや不安【全体と差が大きい５項目】 

【就学前児童保護者】                 【小学生保護者】 

 

出典：H30ニーズ調査 
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③ 子育てについての相談相手 

気軽に相談できる相手がいない人は、就学前児童保護者で 1割弱、小学生保護者で１割強と

なっており、前回と比べて増加しています。 

気軽に相談できる相手として「祖父母などの親族」「友人や知人」が上位に来ています。前

回と比べて「友人・知人」「保育園・幼稚園・認定こども園（就学前児童保護者）」の割合が

やや減少しています。 

 

■子育てをする上で、気軽に相談できる相手の有無 

【就学前児童保護者】               【小学生保護者】 

  

出典：H30、R5ニーズ調査 

 

■子育てに関して、気軽に相談できる相手（上位５項目） 

【就学前児童保護者】                 【小学生保護者】 

  

出典：H30、R5ニーズ調査 
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（４）就労意向と保育ニーズ 

① 女性の就労状況 

女性の年齢別労働力率の推移をみると、平成 22年から令和２年までの 20年間で 25歳以上

の労働力率が上昇しています。特に 30 歳代で上昇幅が大きく、いわゆるＭ字カーブ※がやや

ゆるやかになっています。 

また、女性の従業上の地位は、平成 22年から令和２年にかけて「正規職員・従業員」の割

合が増加し、「家族従業・内職」、「その他」の割合が減少しています。 

 

※M字カーブ：女性の労働力率が、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇

することを表したことば。女性の年齢別労働力率を折れ線グラフにしたときに、Mの形になるこ

とからそういわれている。 

 

■女性の労働力率の変化 

 

出典：国勢調査より算出 

■女性の従業上の地位の構成比の推移 

 

出典：国勢調査より算出 
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ニーズ調査の結果から母親の就労意向をみると、「フルタイムで就労（産休・育休・介護休

業中）」の割合が大幅に増加し、「パートタイムなどで就労」、「以前は就労していたが、現

在は就労していない」の割合が減少しており、妊娠・出産後も産休・育休を活用しつつ、フル

タイムで就労している人が増えていることがうかがえます。 

母親のパート・アルバイトからフルタイムへの転換意向をみると、「フルタイムへの転換予

定がある」の割合がやや増加しています。 

 

■母親の就労状況 

 

出典：R5ニーズ調査（就学前児童の保護者） 

 

■パートからフルタイムへの転換意向 

 

出典：R5ニーズ調査（就学前児童の保護者） 
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② 保育ニーズの状況 

保育所・幼稚園の利用者は、平成 29年度以降、減少傾向にあります。認定区分ごとにみる

と、 １号・２号は減少していますが、３号は概ね横ばいで推移しています。 

年齢別に保育所申込率（人口に対する申込者数の割合）の推移をみると、０歳、１・２歳で、

申込率が上昇しており、特に１．２歳の申込率が平成 27 年度の 38.8％から令和６年度には

57.2％と大きく上昇しています。 

 

■保育所・幼稚園の利用状況 

 

出典：長野市保育・幼稚園課 

■保育所申込率の推移 

 

出典：長野市保育・幼稚園課（各年度４月１日時点） 
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（５）地域における子育て支援 

① 住民主体による支え合い活動 

ファミリー・サポート・センターの会員数は、依頼会員、提供会員、両方会員のいずれも、

令和元年度以降減少傾向となっています。活動件数は、平成 27年以降減少傾向が続いていま

したが、令和５年度は前年に比べて増加しています。 

子育てサークル開催地区数およびサークル数は、令和３年以降、大きく減少しています。会

員数も年々減少しており、平成 29年の 1,225人から令和６年には 1,000人以上し、179人と

なっています。 

 

■ファミリー・サポート・センターの利用状況 

 

出典：長野市保育・幼稚園課 

■子育てサークルの状況 

 

出典：長野市保育・幼稚園課 
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② 地域における居場所・相談支援 

地域子育て支援拠点（こども広場、地域子育て支援センター、おひさま広場）の利用者数は、

平成 29年度以降減少傾し、令和２年度にはコロナ禍の影響で大きく減少しましたが、令和５

年度には大きく増加しています。 

放課後子ども総合プランの登録者数は、平成 29年度まで増加していましたが、その後は概

ね横ばいで推移しています。 

利用者支援事業の利用者数は、母子保健型(ながの版ネウボラ)は、事業実施個所の増加に伴

って令和元年度まで増加し、その後は概ね横ばいで推移しています。基本型(こども広場)は令

和元年度から開始し、令和２年度で大きく増加しましたが、その後は減少傾向にあります。 

 

■地域子育て支援拠点利用者数の推移 

 

 

■放課後子ども総合プラン登録者数の推移 

 

 

■利用者支援事業利用者数の推移 
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（６）職域における子育て支援 

アンケート調査の結果から育児休業の取得状況の変化をみると、母親、父親ともに「取得し

た（取得中である）」の割合が増加しています。 

母親の短時間勤務制度を利用した人は６割強で、前回と比べて増加しています。 

職場における子育て家庭に対する配慮について、就学前児童保護者では「育児休業を取得し

やすい環境づくり」、小学生保護者では「子どもの看護休暇がとりやすい環境づくり」の割合

がそれぞれ最も高くなっています。前回と比べてほとんどの項目で割合が増加しています。 

 
■育児休業の状況（就学前児童保護者） 

【母親】                     【父親】 

 

出典：H30、R5ニーズ調査 

■母親の短時間勤務制度の利用状況（就学前児童保護者） 

 

出典：H30、R5ニーズ調査 

 
■職場において子育て家庭に対してどのような配慮があるか（上位５項目） 

【就学前児童保護者】                 【小学生保護者】 

  
出典：H30、R5ニーズ調査 

  



21 

４ 第二期長野市子ども・子育て支援事業計画の評価 

（１）成果指標の達成状況 

指標１ 子育てが楽しいと感じる保護者の割合 

指標である「とても楽しい」と「まあ楽しい」の回答を合計した『楽しい』の割合は、就学

前児童保護者では策定時に比べて 4.2 ポイント増加、小学生保護者は策定時に比べて 4.8 ポ

イント増加し、いずれも目標値を上回っています。 

 
 

 

指標２ 子育てに「とても不安や負担」を感じる保護者の割合 

子育てに負担を「とても感じている」と回答した割合は、就学前児童保護者では 5.1％から

8.2％に 3.1 ポイント増加、小学生保護者では 5.1％から 9.6％に 4.5 ポイント増加し、いず

れも目標未達成となっています。 

 
 

 

指標３ 合計特殊出生率 

平成 29年の 1.56から令和元年の 1.55まで概ね横ばいで推移していましたが、令和２年に

1.41まで落ち込み、その後も低い値で推移し、令和４年で 1.41となっており、目標値の 1.65

を大きく下回っています。 
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（２）個別事業の指標の達成状況 

① 指標の進捗状況 

 

進捗率の計算式：｛（実績値－基準値）÷（目標値－基準値）｝× 100 

 

② 指標を定めていない事業の進捗状況 
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（３）教育・保育事業の量の見込みと確保の実績 
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（４）地域子育て支援事業の量の見込みと確保の実績 
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５ 長野市の子ども・子育て支援にかかる課題 

各種法令・制度の動向や本市の子ども・子育て環境の状況、第二期計画の進捗状況等を踏まえ、

今後の本市の子ども・子育て支援にかかる課題を整理すると、以下のとおりです。 

 

（１）結婚・出産支援の充実 

【現状】 

〇未婚率が上昇、婚姻数が減少するとともに、出生数が減少、合計特殊出生率が低下し、少子

化が進行しています。 

〇国が策定した「こども未来戦略」における「加速化プラン」において、急速な少子化・人口

減少対策として今後３年間に集中的に取り組むべき具体的施策が示されています。 

 

【課題】 

 

〇結婚や出産、子育てに夢を持ち、喜びを感じることのできる環境づくりを進めていくこ

とが必要です。 

〇出会いの場を創出するとともに、結婚・出産にかかる経済的負担や不安の軽減を図って

いく必要があります。 

〇安心して出産・子育てできるよう、妊娠期からの切れ目のない支援体制を強化していく

必要があります。 

 

（２）ニーズに対応した教育・保育事業等の充実 

【現状】 

〇母親の労働力率が上昇し、正規職員・従業員の割合が高まっています。 

〇０歳及び１・２歳の保育所申込率が上昇しています。 

〇子育てに強い負担を感じている人では、仕事や自分のことが十分にできないことに悩んで

いる人の割合が高くなっています。 

 

【課題】 

 

〇母親の労働意欲の高まり等に伴う保育ニーズを把握し、教育・保育事業のニーズ量を適

正に見込み、提供体制を確保していく必要があります。 

〇多様な働き方や家族構成の変化等に応じたきめ細かな子ども・子育て支援サービスの充

実・多様化を図っていく必要があります。 
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（３）相談支援体制の充実 

【現状】 

〇子育てする上で気軽に相談できる相手がいない人の割合が増加しています。 

〇「こども家庭センター」や「重層的支援体制整備事業」の創設など、制度面での整備が進め

られています。 

 

【課題】 

 

〇身近な場所で気軽に相談できる各種相談窓口の周知および利用しやすい環境づくりを

進めていく必要があります。 

〇関係部署・機関の連携による包括的な支援体制の構築・強化を図っていく必要がありま

す。 

 

（４）子育てにかかる負担感の軽減 

【現状】 

〇子育てに負担を感じている人が増えています。また、多くの子育て家庭で経済面での負担や

将来への不安を感じています。 

○負担感が強い人では、仕事や自分のことができないことや育児のしかたに関する悩み・不安

を持つ人の割合が高くなっています。 

 

【課題】 

 

〇子育てにかかる経済的負担の軽減に向けた支援を充実させていく必要があります。 

〇様々な機会を通じて、育児に対する悩みや不安を早期に把握していくとともに、きめ細

かな支援が行える体制の強化が必要です。 

〇柔軟な働き方ができる環境づくりと共働き・共育ての推進を図っていく必要があります。 

 

（５）すべての子どもの健やかな育ちを支える体制の強化 

【現状】 

〇こども基本法が制定され、基本理念が示されたほか、児童福祉法の改正や医療的ケア児支援

法が成立しました。 

〇病気や発育・発達について悩みや不安を持つ保護者が増加しています。 

 

【課題】 

 

〇こどもの権利の尊重とこども施策におけるこどもの意見の反映の仕組みづくりを進め

ていく必要があります。 

〇年齢や発達、障害の状況等に応じたきめ細かく切れ目のない支援体制の強化を図ってい

く必要があります。 
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（６）地域における子育ち・子育て支援の推進 

【現状】 

〇ファミリーサポート活動の会員数、活動件数が減少傾向にあります。 

〇コロナ禍では地域活動が制限され、つながりや支え合いが希薄になっていました。 

 

【課題】 

 

〇地域全体で子どもを育てる気運の醸成や職場等での子育て家庭への理解・配慮を促進し

ていく必要があります。 

〇学校や家以外に、地域の中で子どもが安心して過ごすことができ、様々な交流ができる

居場所の充実が必要です。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

保護者が子育てに喜びや生きがいを感じることができ、未来の社会を創り、担う存在であるす

べての子どもが自分らしく健やかに成長できる社会の実現を目指します。 

 

 

すべての子育てが喜びとなり 

すべての子どもが自分らしく健やかに成長するために 
 

【キャッチフレーズ】 

～わくわく子育て すくすく子ども～ 

 

※「自分らしく」 

基本的な人権や権利が守られ、一人ひとりの個性や意見が尊重され、その能力を最大限延ばすこと

ができ、夢や希望を持ち、その実現に向けて、周りの理解や支えを得ながら成長していくことを表現し

ています。 
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２ 計画推進のための基本的な視点 

国・県の動向や長野市が目指す子ども・子育て支援の方向性を踏まえ、計画推進のための基本

的な視点を以下のとおりとします。 

 

① 子どもの最善の利益が実現される社会を目指す 

子どもの視点に立ち、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基 

本とします。 

 

② すべての子どもの健やかな育ちを支援する 

障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い

子どもを含め、一人ひとりの子どもが安心できる環境の中で健やかに育つことができるよ

うな支援を行います。 

 

③ 連続性を踏まえた発達を支援する 

乳幼児期から思春期にかけて、周囲の環境と関わり合う中で生活に必要な能力、態度等 

を獲得していく発達過程を通じて、一人ひとりがかけがえのない個性ある存在として認め

られ、自己肯定感をもって育まれることが可能となる環境を整えます。 

 

④ 親としての成長を支援する 

保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつ、様々な状況の中

で子どもと向き合う親の思いに寄り添い、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成

長に喜びや生きがいを感じることができるような支援を行います。 

 

⑤ 社会全体で子どもの育ち及び子育てを支え合う 

社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、すべての子どもの健やかな成長を実現

するという目的を共有し、子どもの育ち及び子育て支援の重要性に対する関心と理解を深

め、それぞれの役割を果たすことを目指します。 

 

⑥子どもの権利を尊重する意識の醸成を図る 

すべての子どもが個人として尊重され、健やかな成長、発達、自立が図られるよう、社

会全体でこどもの権利を尊重する意識の醸成を図ります。 
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３ 成果指標 

子育てが喜びとなっている状況について、「親が子育てに不安や負担を抱えながらも、子ども

の健やかな成長を願いつつ、家族や親せきをはじめ、周囲の人たちの支えや理解・協力を得なが

ら、楽しく子育てをしている状況」とし、また、親が過度に不安や負担を感じている状態は、子

どもの健やかな成長や子どもを産み育てることへの希望にも影響すると考え、本計画の成果を評

価するための成果指標を以下のとおり設定します。 

 

指標１ 子育てが「楽しい」と感じる保護者の割合 

 

対象 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

就学前児童の保護者 94.3％  

小学生児童の保護者 90.7％  

 

 

指標２ 子育てに「とても不安や負担」を感じる保護者の割合 

 

対象 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 10年度） 

就学前児童の保護者 8.2％  

小学生児童の保護者 9.6％  

 

 

指標３ 合計特殊出生率 

 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和９年度） 

1.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※目標値の年度・年について 

指標１・２…本計画の最終年度である令和 11年度の１年前に実施する予定のニーズ調査において把握

し、評価を行うため、令和 10年度としています。 

指標３…本計画の評価を行う計画最終年の令和 11年時点では２年前の数値が直近値となるため、令和

９年の値を目標値とします。 
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４ 施策体系 

 
基本理念 基本的な視点 基本目標 

す
べ
て
の
子
育
て
が
喜
び
と
な
り 

 

す
べ
て
の
子
ど
も
が
自
分
ら
し
く
健
や
か
に
成
長
す
る
た
め
に 

～
わ
く
わ
く
子
育
て 
す
く
す
く
子
ど
も
～ 

 

 

Ⅰ 安心して子どもを産み育てることが 
できるよう妊娠・出産期の保護者と 
子どもを支援する 

Ⅱ 子どもが健やかに育つよう子育ち・ 

子育てを支援する 

Ⅲ 子どもと保護者がともに成長するため

子育て家庭・保護者を支援する 

Ⅳ 地域で子どもが安心して過ごせるよう

社会全体で子どもの育ち・子育てを支

援する 

  

連続性を踏まえた発達を

支援する 

親としての成長を支援す

る 

社会全体で子どもの育ち

及び子育てを支え合う 

子どもの最善の利益が実

現される社会を目指す 

すべての子どもの健やか

な育ちを支援する 

こどもの権利を尊重する

意識の醸成を図る 
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基本施策 個別施策 

① 生まれる前から妊娠・出産期前ま
での支援 

１ 結婚・子育てを含む将来のライフデザイン検討の機会の提供 

② 妊娠・出産期の支援 ２ 妊娠・出産期の支援と相談体制の充実 

③ 幼児期の教育・保育環境の整備 

３ 幼児期の教育・保育環境の整備 

４ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

５ 認定こども園の整備促進 

④ 幼児期の教育・保育の質の確保と
向上 

６ 発達の連続性を踏まえた関係機関の連携促進 

７ 職員配置の充実 

８ 職員の職務能力向上に向けた取組の推進 

９ 幼児教育アドバイザーの育成・配置 

⑤ 障害児等への支援の充実 

10 障害等生きづらさの早期の把握と相談支援・療育体制の充実 

11 教育・保育・障害福祉施設等での受入体制の強化 

12 特別支援教育・インクルーシブ教育の充実 

13 障害等に対する理解促進 

14 外国につながる子どもへの支援 

15 災害時の子どもや家族への支援 

⑥ 子育て相談の充実 16 身近な相談体制の充実、専門的な相談の充実 

⑦ 乳幼児期から思春期までの子育て
支援の充実 

17 乳幼児期の母子保健と相談体制の充実 

18 地域子ども・子育て支援事業の充実 

⑧ 社会的支援を必要とする子どもと
家庭への支援の充実 

19 ひとり親家庭の自立支援の推進 

20 子どもの貧困対策の推進 

21 児童虐待防止対策の充実 

⑨ 子どもと親が安心して過ごせる居
場所づくりの推進 

22 安心安全な居場所、第三の居場所の充実 

⑩ 子育てに関する情報提供の充実 23 子育て情報の発信 

⑪ 経済的支援の充実 24 経済的支援の充実 

⑫ 地域における子育て支援の推進 

25 子育て支援ネットワークづくり 

26 地域における子ども・子育て支援活動の活性化 

27 子どもの権利を尊重する意識の醸成 

⑬ 多様な働き方に対応する子育て支
援の充実 

28 ワーク・ライフ・バランスを含む働き方の見直しの促進 

29 仕事と子育ての両立のための基盤整備 
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第２部  

施策の展開 
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第１章 基本目標Ⅰ 安心して子どもを産み育てることができよう

妊娠・出産期の保護者と子どもを支援する 

基本施策① 生まれる前から妊娠・出産期前までの支援 

■目指す姿                                      

○結婚、妊娠、出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであることを前提とし、

多くの若者が結婚や子どもを産み育てることに明るい未来をイメージし、その実現に希

望を持ち、叶えることができる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策１ 結婚・子育てを含む将来のライフデザイン検討の機会の提供 

若者を対象に、セミナーやワークショップ等の開催を通して、家庭を築くために必要なこと

や妊娠・出産に関する知識など、人生設計の参考になる情報を伝えることで将来を考える機会

を提供します。 

また、結婚や妊娠・出産を希望する若者に対し、出会いの場の創出、新婚世帯の新居や不妊

に対する支援等を行います。 

 

＜主な事業＞  

0101 若い世代の描くライフデザイン等支援                  

移住推進課  

 若者を対象に、結婚・子育てを含む将来のライフデザインを描くために必要な知識や情

報を提供します。 

0102 結婚新生活支援事業      

移住推進課 

 結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取

得、賃借、リフォーム、引っ越しの費用に対し支援します。 

0103 マリッジサポートデスクの運営               

移住推進課 

 結婚を希望する人の出会いの場を創出するため「長野市マリッジサポートデスク」を運

営し、「ながの結婚マッチングシステム」への登録サポートなどを行います。 

0104 長野地域連携中枢都市圏結婚支援事業               

移住推進課 

 圏内の多様な地域・観光資源等を活用し、結婚を希望する若者の出会いの機会が拡大す

る効果的な事業を検討し、実施します。 
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0105 乳幼児とふれあう機会の提供                

保育・幼稚園課 

 乳幼児を身近な存在として意識し、愛着の感情を醸成するとともに、将来、親となり子

育てに関わる際の予備知識を得る大切な機会となることから、保育所等において中学生

や高校生が乳幼児と出会い、ふれあう機会を広げるための取組を推進します。 

0106 思春期保健相談                        

保健所健康課 

 思春期におけるからだの変化、性に関する悩み、心の問題などについて、保健師が電話

相談に応じます。 

0107 不妊・不育症相談       

保健所健康課 

 不妊・不育症に関する様々な悩みや不安について、不妊カウンセラーによる面接相談及

び保健師による電話相談を行います。 

0108 不妊治療費助成事業 

保健所健康課 

 医療保険が適用される不妊治療のうち、生殖補助医療（体外受精、顕微授精）及び男性

不妊治療を受けられたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、自己負担額の一部を助成

します。 
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基本施策② 妊娠・出産期の支援 

■目指す姿                                      

○妊娠・出産に対する身体的、精神的、経済的な不安や負担、リスクが軽減され、安全・

安心に妊娠・出産ができる。 

○出産後の産婦の心身の健康が確保され、乳幼児が健やかに育っている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策２ 妊娠・出産期の支援と相談体制の充実  

母子保健事業を通じて、妊娠・出産の健康管理、乳幼児の健全な発育や発達を支援するとと

もに、支援が必要な家庭等を早期に把握し、適切に関係機関や各種制度等へつなぎます。 

また、母子保健と児童福祉分野の一体的な運営を行う「こども家庭センター」を設置すると

ともに、すべての妊婦と面談し伴走型の支援を行うなど、妊娠・出産・乳幼児の子育てを包括

的に支援します。 

 

＜主な事業＞ 

0201 妊婦健康診査                        

保健所健康課 

 すべての妊婦が安心して安全に出産できるように、妊娠中の母親の健康状態や胎児の発

育状態等を定期的に確認するため、妊娠中に受診する妊婦健康診査にかかる費用を公費

負担します。 

0202 産婦健康診査                        

保健所健康課 

 心身ともに不調が起こりやすい出産間もない産婦の健康状態を把握し、必要な支援につ

なげるために、受診する産婦健康診査費用の一部を公費で助成します。 

0203 乳児家庭全戸訪問事業（はじめまして赤ちゃん事業）      

保健所健康課 

 生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、乳児の発育、栄養、生

活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、適切な指導、助言を行うとともに、母

親のメンタルヘルスや育児支援の必要性を評価し支援につなげます。 
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0204 産後ケア事業          

保健所健康課 

 出産後（退院後）、育児不安等により特に保健指導が必要な産婦と新生児を対象として、

医療機関又は助産所における宿泊、通所もしくは訪問により、母体の管理や育児指導を

行い、育児不安等の軽減を図るため、サービス料の一部を補助します。 

0205 妊婦等包括相談支援事業（ながの版ネウボラ）        

保健所健康課 

 母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談

に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の充実を図りま

す。 

0206 こども家庭センター 

保健所健康課／子育て家庭福祉課 

 母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育

て世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、

新たに、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携し

ながら支援体制を強化するための地域資源の開拓などを担う「こども家庭センター」を

設置・運営します。 

0207 マタニティセミナー 

保健所健康課 

 母子健康手帳交付時に、妊娠中の食事について学ぶための食講座を開催します。 

 第一子を出産予定の妊婦及びその家族を対象としたマタニティセミナーを開催します。 

0208 ふたご・みつご広場 

保健所健康課 

 ふたご・みつごの子育て家庭を対象に、育児についての悩みや不安を相談したり、参加

者同士が交流する場を提供します。 
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第２章 基本目標Ⅱ 子どもが健やかに育つよう子育ち・子育

てを支援する 

基本施策③ 幼児期の教育・保育環境の整備 

■目指す姿                                      

○幼児期の子どもを安心して預けることができる場が確保されることで、それぞれの価値

観や状況に応じた多様な働き方ができ、子育ての負担や不安、孤立感が和らぎ、また、

すべての子どもの健やかな育ちが支えられている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策３ 幼児期の教育・保育環境の整備 

安心して子どもを預けることができる環境を整えるため、教育・保育ニーズの適切な把握に

努め、関係機関等と連携し保育人材を確保するとともに、幼稚園、保育所及び認定こども園の

適正な利用定員の確保を図ります。 

また、満３歳未満の子どもにおける保育需要の高まりを受けて、現在の保育の利用状況及び

利用希望を踏まえた各年度における量の見込みを設定することにより、適正な提供体制の確

保を図ります。 

 

※第３部に量の見込みと確保方策を記載 

 

参考 子ども・子育て支援新制度における支給認定区分 

認定区分 子どもの年齢 保育の必要性 利用できる施設 

１号認定 
３～５歳 

なし 幼稚園、認定こども園 

２号認定 
あり 

保育所、認定こども園 

３号認定 ０～２歳 保育所、認定こども園、地域型保育 

 

＜主な事業＞  

0301 １号認定・２号認定（幼児期の学校教育の利用希望）     

保育・幼稚園課 

 施設型給付制度へ移行を希望する法人に対して、必要な助言等を行います。 

 幼稚園の預かり保育への財政的な支援を継続します。 

0302 ２号認定（保育利用）                  

保育・幼稚園課 

 利用定員の弾力運用により受入れを実施している保育所等について、量の見込みを踏ま

え、適正な利用定員の設定を促します。 
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0303 ３号認定（０歳）                     

保育・幼稚園課 

 提供区域によっては、保育ニーズの上昇が見込まれるため、既存園の利用定員の再配置

等を行い、提供体制の確保を図ります。 

 慢性化する保育士不足に対応するため、保育士確保に向けた取組を更に推進するととも

に、私立保育所等の協力を得ながら保育スペースの確保を図ります。 

0304 ３号認定（１・２歳）                   

保育・幼稚園課 

 提供区域によっては、保育ニーズの上昇が見込まれるため、既存園の利用定員の再配置

等を行い、提供体制の確保を図ります。 

 慢性化する保育士不足に対応するため、保育士確保に向けた取組を更に推進するととも

に、私立保育所等の協力を得ながら保育スペースの確保を図ります。 

0305 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保      

保育・幼稚園課 

 「教育・保育の無償化」に伴う「子育てのための施設等利用給付」の実施については、

保護者の経済的負担の軽減や利便性に配慮し、過誤請求・支払いの防止に努め、公平か

つ適正に行います。なお、法定代理受領については、施設等運営事業者と連携し、施設

等運営事業者の経営・運営に配慮しながら行います。 

 特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限

の行使について、確実・適正に行います。また、長野県と連携を図り、必要に応じて施

設・運営者等の情報を共有し、適切な対応を行います。 

 

 

個別施策４ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保  

産前・産後休業及び育児休業中の保護者に対し、様々な機会を通じて教育・保育施設の利用

に関する情報提供及び相談支援を行うとともに、産休・育休明け入所予約により安心して育児

休業を取得できるようにし、職場復帰への不安を解消します。 

 

＜主な事業＞  

0401 産休・育休明け入所予約制度  

保育・幼稚園課 

 産休明け、育児休業終了後の職場復帰が決まっている場合、保育所の入所申込みについ

て予約制度を取り入れることにより、スムーズな職場復帰の支援をします。 

  



42 

0402 保育コーディネーター事業 

保育・幼稚園課 

 保育サービスのガイド役として、保育・幼稚園課窓口において保護者の希望や家庭状況

を聞き取り、適切な相談対応を行うとともに、必要に応じて地域子育て支援センターと

連携するなど、利用に向けた必要な支援を行います。 

0403 保育人材の確保  

保育・幼稚園課 

 ハローワーク及び保育士等養成校との連携の強化と、保育士資格を持つ潜在的な人材へ

の働きかけや県内外養成校の地元出身の学生を対象とした市内保育所への就職要請等の

取組を推進するとともに、就労条件等の処遇改善を図ります。 

 保育現場就労に向けた研修や職場体験（実習）の機会を設けます。 

 保育士を目指す学生を増やすため、オンラインなども活用しながら、保育士の魅力を発

信していきます。 

 

 

個別施策５ 認定こども園の整備促進 

多様化する教育・保育ニーズに柔軟に対応するため、市内の幼稚園及び保育所を運営する事

業者に対し、認定こども園への移行に関する各種制度等の情報提供を行うとともに、移行に伴

い必要となる施設整備の財政的支援を行います。 

なお、幼保連携型認定こども園については、教育・保育提供区域における量の見込みを踏ま

え、条例に定める基準に適合する施設について認可を行います。 

 

＜主な事業＞  

0501 認定こども園整備促進                   

保育・幼稚園課 

 市内の幼稚園及び保育所を運営する事業者に対し、認定こども園への移行に関する各種
制度等の情報提供を行うとともに、移行に伴い必要となる施設整備の財政的支援を行い

ます。 
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基本施策④ 幼児期の教育・保育の質の確保と向上 

■目指す姿                                      

○幼児期の子どもたちが、安全・安心な環境の中で、様々な大人や子ども同士の交流、多

様な遊びや体験等を通じて、生涯にわたる人格形成の基礎が培われている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策６ 発達の連続性を踏まえた関係機関の連携促進 

幼稚園、保育所及び認定こども園並びに長野市立小学校の連携体制を維持しつつ、幼児期の

保育と教育及び小学校教育の接続の在り方を明確にし、共通した考え方に基づいた実践活動

を行います。 

また、教育・保育施設又は地域型保育事業を利用しない家庭も含めたすべての子どもと保護

者に対し、関係機関と幼稚園、保育所、認定こども園、小学校等と連携した支援を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

0601 幼保小連携会議                

保育・幼稚園課、学校教育課  

 幼稚園、保育所及び認定こども園並びに長野市立小学校での接続期カリキュラムに基づ

く実践を通して、より円滑な接続について研究を進めると共に、接続期カリキュラムの

改善を図ります。 

0602 こども広場運営                      

保育・幼稚園課  

 気軽に親子の交流や子育て相談ができるこども広場において、教育・保育施設、地域の

子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じた相談・助言など寄り添い型の子育て支援

を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。 

0603 地域子育て支援センター運営                

保育・幼稚園課  

 複数の保育所等に併設されている地域子育て支援センターにおいて、教育・保育施設、

地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じた相談・助言を行うとともに、関係

機関との連携調整等を行います。 

 支援センターに勤務する子育て支援員の研修の充実を図ります。 
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0604 おひさま広場                    

保育・幼稚園課  

 未就園児と保護者を対象とした園開放を行い、在園児と交流することに加え、講演会・

講習会・父と子のふれあい事業を通し、子育ての情報提供を行います。 

 

 

個別施策７ 職員配置の充実 

子どもの年齢に応じたきめ細かな教育・保育と子どもの安全・安心の確保が可能な職員配置

の改善に努めるとともに、職員の資質及び専門性を高めるための取組を推進します。 

また、関係機関と連携し、子育て支援員の養成や保育士の養成・確保、有資格者の活用等を

促進します。 

 

＜主な事業＞ 

0701 教育・保育施設等の職員配置の充実             

保育・幼稚園課  

 基準条例により、保育所等の運営基準の遵守を推進するとともに、基準以上の配置を実

施した保育所等に対して必要な支援を行います。 

0702 子育て支援員の育成・確保                 

保育・幼稚園課  

 子育て支援員として保育や子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する方を対

象に長野県が実施する「子育て支援員研修」について、市民へ周知し、受講者を増やす

よう努めます。 

 認定者に対する現任・フォローアップ研修の充実により、子育て支援員の資質向上を図

ります。 

0703 保育人材の確保（再掲） 

保育・幼稚園課  

 ハローワーク及び保育士等養成校との連携の強化と、保育士資格を持つ潜在的な人材へ

の働きかけや県内外養成校の地元出身の学生を対象とした市内保育所への就職要請等の

取組を推進するとともに、就労条件等の処遇改善を図ります。 

 保育現場就労に向けた研修や職場体験（実習）の機会を設けます。 

 保育士を目指す学生を増やすため、オンラインなども活用しながら、保育士の魅力を発

信していきます。 
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個別施策８ 職員の職務能力向上に向けた取組の推進 

各施設における職員研修の実施や関係機関、団体等が実施する外部研修への積極的な参加

を促進するとともに、教育・保育施設等職員の合同研修の実施などを行い、専門性の向上に向

けた取組を促進します。 

また、職員の定着・確保を図るため、職員の処遇改善に向けた取組を推進します。 

 

＜主な事業＞  

0801 職員研修の促進                      

保育・幼稚園課 

 長野市保育士研修計画に基づき、「専門的な知識・技術」を習得するための研修に取り

組みます。 

 幼稚園・公私立保育所職員合同研修を企画立案するとともに、未満児・障害児研修等職

場外研修を開催します。 

 オンライン研修を取り入れるなど、参加しやすい環境を整えるとともに、資質向上のた

めの全分野の研修を取り入れます。 

0802 園の自己評価の促進                    

保育・幼稚園課 

 長野県福祉サービス第三者評価基準をもとに、市内の教育・保育施設等で自己評価を実

施し、結果の公表に努めます。また、外部機関による第三者評価の実施を推進し、教育・

保育施設の質の維持・向上を図ります。 

 「保育所における自己評価ガイドライン」に沿った自己評価の実施について、公立施設

での徹底と、私立施設への助言等を行います。また、保育所保育指針に則り、結果の公

表に努め、広く意見を聴取し保育の更なる改善につなげます。 

 第三者評価について、公立施設は５年に１回以上受審します。また、私立施設に対して、

受審の働きかけ等を行います。 

0803 職員の処遇改善                      

保育・幼稚園課 

 公立保育所等については、人事院勧告に基づき職員処遇改善を図るとともに、公立保育

所会計年度任用職員フルタイム保育士等の賃金を含めた処遇改善に取り組みます。 

 民間保育士等については、国制度の公定価格の上乗せであるため、今後も国の方針に基

づき処遇改善を実施します。 
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個別施策９ 幼児教育アドバイザーの育成・配置 

教育・保育施設等における幼児教育体制の充実を図り、専門性の高いきめ細かな支援ができ

るよう、教育・保育施設等を巡回して助言を行う「幼児教育アドバイザー（保育指導員）」の

育成・配置を行います。 

 

＜主な事業＞  

0901 幼児教育アドバイザーの育成               

保育・幼稚園課 

 信州幼児教育支援センターと連携し、指導資料、好事例、研究成果等の共有を図り、教

育支援センターの助言・指導を受けながら幼児教育アドバイザー（保育指導員）の育成

及び資質向上に努めます。 

0902 幼児教育アドバイザーによる巡回指導           

保育・幼稚園課 

 教育・保育施設を巡回して、教育内容や指導方法、指導環境の改善について助言を行い

ます。また、指導資料や好事例、研究成果等を共有し、幼児教育の充実を図ります。 
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基本施策⑤ 障害児等への支援の充実 

■目指す姿                                      

○障害の有無や国籍等にかかわらず、すべての子どもが、必要な支援を受け、合理的配慮

のもと、その個性や能力を十分に発揮しながら、自分らしく、安心して共に暮らしてい

くことができる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 10 障害等生きづらさの早期の把握と相談支援・療育体制の充実 

乳幼児期からの一貫した切れ目のない支援が受けられるよう、保健、福祉、医療、教育分野

における関係機関及び専門職員による連携強化と情報共有を図ります。 

また、障害の疑いや心身の発達に不安のある乳幼児については、乳幼児健康診査や健康教室

において把握に努めるとともに、年齢や障害の状況にあったきめ細かな相談指導や専門的な

医療・療育の提供が行える体制の充実を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

1001 発達支援あんしんネットワーク事業             

子育て家庭福祉課／こども総合支援センター 

 乳幼児健診、２歳児健康教室などの結果等により、発達に支援が必要な子どもに関する

相談に応じ、フォローを開始します。 

 すくすく相談、すくすく広場、あそびの教室、乳幼児発達健診、はぐくまファイルの作

成により支援が必要な子どもやその保護者についての支援を関係機関と連携協力を図り

ます。 

1002 発達相談支援センター【新規】                 

 障害福祉課 

 障害のある子どもや発達が気になる子どもの家族の相談に応じ、子どもが適切な支援が

受けられ、家族が安心して子育てできる環境を整えていくことができるよう、専門の相

談員を配置します。 

1003 障害児相談支援・計画相談支援                 

障害福祉課 

 指定障害児相談支援事業所等の相談支援専門員が、障害福祉サービス利用の具体的な計

画を作成し、地域での生活を支援するとともに、利用計画の質の向上を図ります。 
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1004 長野市障害ふくしネットこども部会               

障害福祉課 

 保健、福祉、教育に携わる関係者のこども部会への参加による障害への理解や、福祉分

野との連携の必要性に対する理解促進を図ります。 

 障害のあるこどもの支援ガイド「情報ツゥー」発行し、活用を図ります。 

1005 乳幼児健康診査                       

保健所健康課 

 未受診者への周知、勧奨をより効果的に行い、全ての乳幼児の状況把握をすることで、

虐待の予防的対応を行います。 

1006 こども総合支援センター「あのえっと」             

こども総合支援センター 

 乳幼児、児童・生徒など、子どもにかかわるワンストップの相談窓口として、教育、発

達、心理関係の専門の相談員が常駐し、電話やメール、来所による相談に応じます。ま

た、相談内容に応じて、教育委員会や小・中学校、幼稚園・保育園、その他関係機関に

つなぎ、連携支援の調整役を担います。 

 

 

個別施策 11 教育・保育・障害福祉施設等での受入体制の強化 

幼稚園・保育所・認定こども園において、障害児等特別な支援が必要な子どもの受入を拡充

できる体制の強化を図り、集団生活の中で健やかな成長が育まれる環境づくりに努めます。 

幼稚園・保育所・認定こども園の職員の障害に対する正しい知識の習得や理解促進を図り、

専門的な対応や適切な教育的支援が可能な体制の強化を図ります。 

障害児が利用する通所支援事業所の確保とスタッフの正しい知識の習得に努め、提供サー

ビスの資質向上を図ります。 

 

＜主な事業＞  

1101 障害児保育事業                       

保育・幼稚園課 

 特別支援に関わる研修等を通じて、障害に対する理解を深め、教育・保育施設職員の職

務能力向上を図るとともに、各教育・保育施設で障害児保育の中心的役割を担うリーダ

ー的人材を育成します。 

 安定した看護職の確保や加配など、医療ケアの必要な子どもの公立保育所の受入体制の

整備を図ります。 
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1102 教育・保育施設の施設訪問（にこにこ園訪問）         

子育て家庭福祉課／こども総合支援センター 

 教育・保育施設からの申請に基づき、発達相談員、保健師、作業療法士等の専門職によ

る支援チームが、教育・保育施設を巡回訪問し、発達について専門的な支援が必要な子

どもや、発達障害の子どもに応じた対応方法について助言を行うことで、園における支

援体制を整えます。 

1103 障害児通所支援                         

障害福祉課 

 障害児に対し、児童発達支援（未就学児童）、医療型児童発達支援（医学的管理下での

支援が必要な児童等）、放課後等デイサービス（就学児童）、保育所等訪問支援を提供

します。 

 本人や家族の相談支援を行い、サービス等利用計画に基づき、利用者の課題解消に向け

たサービスを提供するとともに、定期的にモニタリングを行い、提供しているサービス

内容を検証します。 

 障害別の講演会等を開催し、スタッフが障害に対する正しい理解と支援を学習する機会

を設け、提供サービスの資質向上を図ります。 

1104 障害児自立サポート事業                    

障害福祉課 

 障害児の食事等の生活介護サービスの提供や、自主性、社会性、創造性などを身につけ

ることを支援し、保護者の家庭での介護負担を軽減します。 

 「放課後休日・いつでもサポート」と「外出サポート」のそれぞれのサービスについて、

実施事業者への聞き取り等により、実施内容の把握を行い、事業内容の見直しを検討し

ます。 

1105 障害児親子交流体験                    

保育・幼稚園課 

 保育所等に、入園とならない障害児を対象とした園児との交流を実施します。 

 

 

個別施策 12 特別支援教育・インクルーシブ教育の充実 

特別支援教育コーディネーターの養成・活用や特別支援教育支援員の配置、特別支援教育巡

回相談員の派遣等により、様々な特性に応じたきめ細かな特別支援教育の充実に努めるとと

もに、合理的な配慮の提供や教職員の専門性の向上等により、インクルーシブ教育システムの

実現のための環境整備を進めます。 

また、庁内及び関係機関が連携し、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等について共

通理解を深め、合意形成を図りながら、ライフステージを通じた一貫した支援を行います。 
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＜主な事業＞  

1201 障害児親子交流体験（再掲）               

保育・幼稚園課 

 保育所等に、入園とならない障害児を対象とした園児との交流を実施します。 

1202 長野市教育センター研修講座の開催                

学校教育課 

 管理職や特別支援学級担任、通常の学級担任、特別支援教育コーディネーターなど、

様々な立場の教職員の指導力、支援力向上を図るための特別支援教育講座を実施しま

す。 

1203 特別支援教育支援員等の配置                   

学校教育課 

 市立小・中学校のニーズを的確に把握し、効果的・効率的に特別支援教育支援員を配置

するとともに、人員の確保に努めます。 

 特別支援教育支援員及び医療的ケア看護職員を加えた学校全体としてのチーム支援のあ

り方について研究していきます。 

 医療的ケアの必要な児童生徒の在籍する小・中学校に医療的ケア看護職員を配置し、必

要な支援を行います。 

1204 特別支援教育巡回相談員                    

学校教育課 

 特別支援教育巡回相談員を小・中学校に派遣し、発達障害にかかる対応や合理的配慮等

の特別支援教育の在り方について、教職員等への指導・助言を行います。 

 巡回相談をより充実させ、学校全体としてのチーム支援のあり方について研究していき

ます。 

1205 幼保小連絡会議、小中連絡会                 

学校教育課 

 幼稚園・保育所、障害児通所支援事業所から小学校への円滑な接続や中学校就学、高校

入学に当たっての情報交換を行います。 

 登校支援コーディネーター、特別支援コーディネーター研修会の際に各学校に対して幼

保小連絡会議、小中連絡会の重要性を周知します。 

1206 教育支援委員会                        

学校教育課 

 保健、医療及び教育に携わる委員による就学相談並びに就学判断を実施します。 

 就学先判断後においても一貫した支援を行うとともに、学びの場の見直しを丁寧に行い

ます。 
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個別施策 13 障害等に対する理解促進 

子どもの状況に応じた適切な子育てや早期療育の促進を図るため、保護者の障害に対する

理解や受容に向けた支援を行います。 

また、市民に対し、障害に対する理解を深めるための広報・啓発活動や障害児とふれあう機

会の創出を図るとともに、障害の有無に関らず、すべての人が助け合い、共に生きていく共生

社会を実現に向けた取組を強化します。 

 

＜主な事業＞  

1301 障害理解の学習会の開催                  

障害福祉課 

 障害特性の理解や対応について学ぶため、地域からの依頼により民生児童委員等を対象

にした学習会や、障害ふくしネットと連携した公開学習会、出前講座等を開催します。 

1302 障害理解に関するリーフレット作成               

障害福祉課 

 障害理解を促進するためのリーフレットを作成し、市内小学校や事業所、小売店等に配

布します。 

1303 障害者週間事業                        

障害福祉課 

 障害者等への関心と理解を更に深めてもらうため、毎年 12月３日から 12月９日までの

障害者週間に、障害理解に関する講演会等を開催します。 

 

 

個別施策 14 外国につながる子どもへの支援 

外国につながる子どもや保護者が安心して通園、子育てができるよう、教育・保育施設の利

用、入園・入学手続きや子育て相談等の多言語による情報提供や支援体制の整備を進めるほか、

国籍や性別等にかかわりなく、お互いの多様性を認め合う環境づくりを進めます。 

 

＜主な事業＞  

1401 外国語対応支援                      

保育・幼稚園課 

 日本語に不慣れな外国籍の保護者を対象に教育・保育施設利用において困っていること

や分からないこと、入園・入学時や子育て情報等について通訳員等による個別相談を実

施します。 

 



52 

1402 外国籍等児童生徒教育支援【新規】               

学校教育課 

 外国籍等児童生徒のうち、日本語指導を必要とする児童生徒が在籍する学校を母語支援

者が巡回訪問して、該当児童生徒の生活言語の習得や生活適応を図るための支援を行い

ます。 

 言葉や文化・習慣の異なる外国籍等児童生徒が、安心して就学できる体制づくりや、一

人ひとりの実情に応じた日本語指導の実践的研究を行うため、日本語指導センター校を

指定します。 

1403 多文化共生に関する職員研修の促進             

保育・幼稚園課 

 外国の文化、習慣、教育・保育を進める上での配慮等に関する研修に取り組み、外国籍

の保護者理解や多文化共生に努めます。 

 

 

個別施策 15 災害時の子どもや家庭への支援 

台風や地震等の自然災害が発生した際に、すべての子どもの安全・安心を守るため、関係団

体によるネットワークの活動を支援するとともに、被災した子どもや保護者の心のケアや必

要な支援の充実を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

1501 教育・保育施設の施設訪問（にこにこ園訪問）（再掲） 

子育て家庭福祉課／こども総合支援センター 

 教育・保育施設からの申請に基づき、発達相談員、保健師、作業療法士等の専門職によ

る支援チームが、教育・保育施設を訪問し、発達について専門的な支援が必要な子ども

や、発達障害の子どもに応じた対応方法について助言を行うことで、園における支援体

制を整えます。 

1502 こども総合支援センター「あのえっと」（再掲）     

こども総合支援センター 

 乳幼児、児童・生徒など、子どもにかかわるワンストップの相談窓口として、教育、発

達、心理関係の専門の相談員が常駐し、電話やメール、来所による相談に応じます。ま

た、相談内容に応じて、教育委員会や小・中学校、幼稚園・保育園、その他関係機関に

つなぎ、連携支援の調整役を担います。 
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1503 長野市緊急時における子ども支援ネットワーク参画【新規】   

こども政策課 

 災害時などに、すべての子どもとその家族に必要な支援が適切に提供できる体制づくり

行うことを目的として NPO 法人が設立した「長野市緊急時における子ども支援ネットワ

ーク」に相談役として参画し、行政の窓口機能を担うとともに、ネットワークとの連絡

調整を行います。 
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基本施策⑥ 子育て相談の充実 

■目指す姿                                      

○子どもや子育てに関する悩み、不安等を気軽に相談できる相手や場があり、心強い存在

になっている。 

○相談内容に応じて専門的な機関につながり、包括的かつ継続的な支援を受けることがで

きる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 16 身近な相談体制の充実、専門的な相談の充実 

子どもや子育てに関する悩みや不安等を身近な場所で気軽に相談できるよう、ワンストッ

プで相談できるこども総合支援センター「あのえっと」をはじめ、様々な機会や場所で相談で

きる体制の充実と窓口の周知を図ります。 

また、関係機関との連携を強化しながら、相談内容に応じて専門的な相談支援につなげるこ

とができる体制の強化を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

1601 こども総合支援センター「あのえっと」（再掲） 

こども総合支援センター 

 乳幼児、児童・生徒など、子どもにかかわるワンストップの相談窓口として、教育、発

達、心理関係の専門の相談員が常駐し、電話やメール、来所による相談に応じます。ま

た、相談内容に応じて、教育委員会や小・中学校、幼稚園・保育園、その他関係機関に

つなぎ、連携支援の調整役を担います。 

1602 こども家庭センター（再掲） 

保健所健康課／子育て家庭福祉課 

 母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育

て世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、

新たに、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携し

ながら支援体制を強化するための地域資源の開拓などを担う「こども家庭センター」を

設置・運営します。 

1603 子育てコンシェルジュ       

保育・幼稚園課 

 こども広場等に子育てコンシェルジュを配置し、子育て家庭等にとって身近な場所にあ

る日常的な相談窓口として、相談者のニーズに沿った適切な支援の紹介や情報の提供を

行います。 
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1604 地域子育て支援センター              

保育・幼稚園課 

 地域子育て支援センターにおいて、主に就学前の子どもの保護者を対象に、専門のスタ

ッフや看護師による子育て相談に応じます。 

1605 放課後子ども総合プラン施設（相談支援）                 

こども政策課 

 放課後子ども総合プラン施設において、小学校や関係機関と連携して相談体制の充実に

努めます。また、特別な配慮を要する児童やその保護者への適切な支援を行います。 

1606 発達相談支援センター         

障害福祉課 

 発達相談支援センターの相談員が、障害のある子どもや発達が気になる子どもの家族の

相談に応じ、子どもが適切な支援が受けられ、家族が安心して子育てできる環境を整え

ます。 

1607 妊娠等包括相談支援事業（ながの版ネウボラ） 

保健所健康課 

 母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談

に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の充実を図ります。 

1608 健康・育児相談                   

保健所健康課 

 妊産婦、乳幼児及びその保護者を対象として妊娠、出産又は育児についての正しい理解

を深め、その健康の保持及び増進を図るため保健師、管理栄養士、歯科衛生士が相談に

応じます。 

1609 スクールソーシャルワーカー活用                  

学校教育課 

 長野市が独自に配置した社会福祉等の専門家であるスクールソーシャルワーカーを活用

し、様々な課題を抱える児童生徒に対して、取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地

域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている課題の解決に向けて支援を行いま

す。 
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第３章 基本目標Ⅲ 子どもと保護者がともに成長するため 

子育て家庭・保護者を支援する 

基本施策⑦ 乳幼児期から思春期までの子育て支援の充実 

■目指す姿                                      

○乳幼児期から学童期、思春期にわたり、身近な場所でサポートを受けながら、子どもと

向き合い、過度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとりをもって

子育てができる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 17 乳幼児期の母子保健と相談体制の充実 

子育て家庭に対する包括的かつ切れ目のない子育て支援に向けて、母子保健事業等を通じ

て、乳幼児期の子どもと家庭の状況把握に努めるとともに、子育てに関する不安や悩みを身近

な場所で気軽に相談できる体制の充実を図り、保護者の立場に寄り添い必要な支援につなげ

ます。 

また、子育てサークル活動への支援や継続した相談支援等により社会的孤立の防止対策に

努めるとともに、親子の遊びや子育て家庭同士の交流の場を提供し、子育てに関する情報提供

や相談・助言等の支援体制の充実を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

1701 健康・育児相談（再掲）                  

保健所健康課 

 妊産婦、乳幼児及びその保護者を対象として妊娠、出産又は育児についての正しい理解

を深め、その健康の保持及び増進を図るため保健師、管理栄養士、歯科衛生士が相談に

応じます。 

1702 こども総合支援センター「あのえっと」（再掲） 

こども総合支援センター 

 乳幼児、児童・生徒など、こどもにかかわるワンストップの相談窓口として、教育、発

達、心理関係の専門の相談員が常駐し、電話やメール、来所による相談に応じます。ま

た、相談内容に応じて、教育委員会や小・中学校、幼稚園・保育園、その他関係機関に

つなぎ、連携支援の調整役を担います。 
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1703 子育てコンシェルジュ                   

保育・幼稚園課 

 子育て家庭等にとって身近な場所にある日常的な相談窓口として、相談者のニーズに沿

った適切な支援の紹介や情報の提供を行います。 

1704 乳幼児健康診査 

保健所健康課 

 子どもの発育や発達を節目の年齢で確認し、発育状況の確認、疾病・障害等の早期発見、

保護者の育児不安等を軽減するため、乳幼児期に総合的な健診を実施します。 

 未受診者への周知、勧奨をより効果的に行い、全ての乳幼児の状況把握をすることで、

虐待の予防的対応を行います。 

1705 乳幼児健康教室等                      

保健所健康課 

《健康教室》 

 保護者が子どもの発育・発達を理解し、見通しをもって育児ができるよう援助を行うと

ともに、育児上の悩みや家族の健康や相談について適切な支援を行います。 

《２歳児フッ化物塗布》 

 むし歯予防に効果のあるフッ化物塗布の体験を通して、乳幼児期からの歯質強化につな

げ、むし歯予防の知識の習得に向けた啓発を図ります。 

《離乳食教室》 

 子どもの咀嚼機能を含む消化吸収能力の獲得のため、保護者が見通しをもって離乳食を

進められるよう支援を行います。 

《幼児食教室》 

 幼児食の進め方を中心に、幼児の栄養管理及び口腔機能の育成、歯みがきについての知

識の普及を図ります。 

1706 妊娠等包括相談支援事業（ながの版ネウボラ）（再掲） 

保健所健康課 

 母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談

に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の充実を図ります。 

1707 乳児家庭全戸訪問事業（はじめまして赤ちゃん事業）（再掲） 

保健所健康課 

 生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、乳児の発育、栄養、生

活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、適切な指導、助言を行うとともに、母

親のメンタルヘルスや育児支援の必要性を評価し支援につなげます。 
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1708 養育支援訪問事業             

保健所健康課 

 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育を支援する必要がある乳児等若しくはそ

の保護者又は妊産婦に対して、保健師等による養育に関する相談、指導及び助言を行い

ます。 

1709 産後ケア事業（再掲）                     

保健所健康課 

 出産後（退院後）、育児不安等により特に保健指導が必要な産婦と新生児を対象として、

医療機関又は助産所における宿泊、通所もしくは訪問により、母体の管理や育児指導を

行い、育児不安等の軽減を図るため、サービス料の一部を補助します。 

 

 

個別施策 18 地域子ども・子育て支援事業の充実 

すべての子育て家庭を支援するため、家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」

や、身近なところで子育て相談や情報提供などが受けられる「地域子育て支援拠点（こども広

場、地域子育て支援センター、おひさま広場）」のほか、新たに制度化された「こども誰でも

通園制度」や「妊婦等包括相談支援事業」など、地域の様々な子育て支援の確保・充実を図り

ます。 

 

※第３部に量の見込みと確保方策を記載予定 

＜主な事業＞  

1801 利用者支援事業                

保育・幼稚園課／保健所健康課 

［基本型］ 

 こども広場等に利用者支援専門員（子育てコンシェルジュ）を配置し、世代間交流の促

進及び地域のボランティア団体との協働並びに教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等を円滑に利用できるように、情報の提供や相談・援助などを行います。 

［母子保健型］ 

 妊娠、出産、子育て期にわたる切れ目ない支援につなげるための総合相談窓口として、

８か所の保健センターに母子保健コーディネーターを配置し、地区保健師と連携するこ

とにより、様々な相談に対応し、支援が必要な際は、その内容に応じた適切な対応先を

紹介することで、相談者の不安を軽減します。 

 本庁健康課総合窓口をネウボラ相談窓口と位置づけ、子ども連れの方でも安心して相談

を受けられるよう環境を整備します。 
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1802 放課後子ども総合プラン                   

こども政策課 

 小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童に対し、放課後等に、安全で安心

な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機会を提供することにより、

児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ります。 

 児童や保護者の需要に応じて制度の充実を図ります。また、希望児童※の受入れを全小学

校区で実現することを目指します。 

 学校施設の活用を図り、事業の実施に必要な居室面積を確保するとともに、施設環境を

整備します。 

 施設・運営に関する基準を必要に応じて見直しし、長野市放課後子ども総合プラン事業

ガイドラインに基づき適正に運営します。また、職員の確保に努めるとともに、職員の

専門性の向上を図るため、認定放課後児童支援員の資格取得の促進と職員研修等を充実

します。 

 地域の実情や保護者の意向を踏まえて、実施時間の延長に努めます。 

※ 労働等の理由により保護者が昼間家庭に居ない児童及び病気、出産、家族の介護等の理由により

保護者による当該児童の保護が困難と認められる児童以外の児童で、放課後子ども総合プラン事業

の利用を希望する児童 

1803 ショートステイ・トワイライトステイ           

子育て家庭福祉課 

 保護者の病気や妊娠･出産、家族の介護、冠婚葬祭等のため、家庭において児童を養育す

ることが一時的に困難になった場合、児童養護施設等において一定期間預かり、養育し

ます。（ショートステイ） 

 保護者の仕事、その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において

児童を養育することが困難になった場合も、児童養護施設等において一時的に預かり、

養育します。（トワイライトステイ） 

 児童虐待の未然防止につながるよう、長野市要保護児童対策協議会と連携し、支援を必

要としている家庭に対し制度の周知を図ります。 

 保護者が子どもと共に入所や利用することができたり、子どもが自ら入所・利用を希望

した場合に入所や利用が可能となるよう制度の拡充を検討します。 

1804 養育支援訪問事業（再掲）            

保健所健康課 

 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育を支援する必要がある乳児等若しくはそ

の保護者又は妊産婦に対して、保健師等による養育に関する相談、指導及び助言を行い

ます。 
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1805 妊婦等包括相談支援事業（ながの版ネウボラ）（再掲） 

保健所健康課 

 母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談

に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の充実を図ります。 

1806 産後ケア事業（再掲）                        

保健所健康課 

 出産後（退院後）、育児不安等により特に保健指導が必要な産婦と新生児を対象として、

医療機関又は助産所における宿泊、通所もしくは訪問により、母体の管理や育児指導を

行い、育児不安等の軽減を図るため、サービス料の一部を補助します。 

1807 妊婦健康診査（再掲）                        

保健所健康課 

 すべての妊婦が安心して安全に出産できるように、妊娠中の母親の健康状態や胎児の発

育状態等を定期的に確認するため、妊娠中に受診する妊婦健康診査にかかる費用を公費

負担します。 

1808 乳児家庭全戸訪問事業（はじめまして赤ちゃん事業）（再掲）      

保健所健康課 

 生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、乳児の発育、栄養、生

活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、適切な指導、助言を行うとともに、母

親のメンタルヘルスや育児支援の必要性を評価し支援につなげます。 

1809 こども広場、地域子育て支援センター   

保育・幼稚園課 

 こども広場及び地域子育て支援センターにおいて、気軽に親子の交流や子育て相談がで

きる場を提供します。 

 私立の子育て支援センターに対して週５日型への移行を促すことや、施設の新規開設に

より利便性の向上を図ります。 

1810 ファミリー・サポート・センター  

保育・幼稚園課 

 子育ての手助けが欲しい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）に会員登録していただき、保育施設までの送迎、保育施設

の開始前や終了後又は学校の放課後の預かり、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の

緊急預かりその他の多様化する子育て世帯のニーズに対応し、子育てのサポート等を提

供する相互援助活動を促進します。 

 利用者の声や意向を把握し、幅広い市民ニーズに対応できる体制作りを進めるとともに、

子育てを終えた世代など提供会員の新規開拓や講習要件の見直し等による会員の確保を

図ります。 
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1811 延長保育事業                       

保育・幼稚園課 

 就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により保育時間の延長が必要な家庭に対

し、通常の利用時間外に保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施します。 

 保育短時間認定児童向け（８時間を超え 11時間までの利用）については、公私立全ての

施設で実施します。 

 保育標準時間認定児童向け（11時間を超える利用）については、公立施設は市が指定し

た施設で実施し、私立施設は利用者のニーズ等に基づき実施します。 

 所得に応じた利用料の減免を行います。 

1812 一時預かり事業                      

保育・幼稚園課 

［一般型、余裕活用型］ 

 保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭で

の保育が困難な場合、また、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するた

めの子育て支援として、保育所等で一時的に預けることができる一時預かり事業を実施

します。 

［幼稚園型］ 

 施設型給付を受ける認定こども園・幼稚園の１号認定子どもの園児を主な対象として、

一時預かり事業（幼稚園型）を実施します。 

1813 病児・病後児保育事業                   

保育・幼稚園課 

 保護者が就労等している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場

合に、保育所等に代わる専用の施設において病気等の児童を一時的に保育します。 

 実施中の４施設については、利用定員の拡大、病後児対応型から病児対応型への移行な

ど、実施事業者と連携し、事業の充実に取り組みます。 

 医療機関以外での病後児対応型の実施、予約システムの導入、事前登録の一本化など、

利便性の向上に取り組みます。 

1814 実費徴収に係る補足給付を行う事業            

保育・幼稚園課 

 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具などの購入に要する費用等及び特定子ども・子育て支援施設等に対

して支払うべき食事の提供にかかる副食材料費の助成を行います。 
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1815 こども誰でも通園制度        

保育・幼稚園課 

 すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的として、

月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わずに利用できる「こども誰でも通

園制度」について、実施園の確保及び制度の周知を図ります。 

1816 子育て世帯訪問支援事業         

子育て家庭福祉課 

 要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等（支援を要するヤングケアラーを

含む。）を対象として、子育てに関する情報提供や家事・養育に関する援助など訪問型

の支援を行います。 

1817 児童育成支援拠点事業     

こども政策課 

 養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等の居場所となる場を開設

し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学 習のサポート、

進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメ

ントし、関係機関へのつなぎを行います。 

1818 親子関係形成支援事業    

子育て家庭福祉課 

 児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じ

た児童との関わり方等の知識や方法を身につけることを目的として、講義、グループワ

ーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等を実施するとと

もに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の

交換ができる場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行います。 
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基本施策⑧ 社会的支援を必要とする子どもと家庭への支援の充実 

■目指す姿                                      

○家庭の状況や成育環境等にかかわらず、すべての子どもが夢や希望を持ち、人生におけ

る選択可能性を制約されることなく、また、人権が尊重され、権利が守られながら、健

やかに育つことができるよう、社会全体で見守り支えている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 19 ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭が子育てをしながら安心して生活し、働くことができるよう、就業や生活全般、

各種制度の利用等に関する相談に応じるとともに、生活支援の充実や経済的自立に向けた就

業支援の充実を図ります。 

また、ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童扶養手当の支給及び貸付金の貸付

けを行うとともに、各種助成・給付制度等についての周知を図ります。 

 

＜主な事業＞  

1901 母子・父子自立支援員の配置               

子育て家庭福祉課 

 母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭で児童を扶養している人及び寡婦の生活

相談、自立支援等の各種相談に応じて、悩み事の解決や自立促進を図ります。 

 「ジョブ縁ながの」など関係機関と連携しながら、就労支援の充実を図ります。 

1902 ひとり親家庭相談・交流事業               

子育て家庭福祉課 

 ひとり親家庭が直面する課題を解決し、生活の向上と自立の促進を図るため、専門家や

関係機関と連携したワンストップ相談会を開催するほか、お互いの悩みを相談し、仲間

づくりのきっかけとするための交流会を開催します。 

 支援が必要なひとり親家庭の保護者が参加できるよう、さまざまな機会を通じて事業内

容等の周知を図ります。 

1903 保育所利用への配慮                    

保育・幼稚園課 

 ひとり親家庭児童の保育所利用に際して、保育の必要度の点数を加点して、優先的に利

用できるよう配慮します。 
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1904 高等職業訓練促進費給付金事業             

子育て家庭福祉課 

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利な資格を取得するため、養成機関で修

業する期間のうち、一定期間について給付金を支給します。 

1905 トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付事業          

商工労働課 

 安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促進を図るため、事業主に奨励金を交付しま

す。 

1906 児童扶養手当の支給                   

子育て家庭福祉課 

 18歳までの児童を養育しているひとり親又は養育者に、児童扶養手当を支給します。 

1907 母子父子寡婦福祉資金の貸付              

子育て家庭福祉課 

 母子及び父子並びに寡婦家庭の経済的自立、福祉増進を図るための資金を貸し付けます。 

 償還金滞納者に対しては、償還指導及び分割納入を勧めるなど、法令に基づき、適正な

賃貸事務や債権管理に努めます。 

1908 ひとり親家庭児童への通学費の支援            

子育て家庭福祉課 

 ひとり親の児童が鉄道及びバスの通学定期を購入して高等学校等へ通学する際の通学費

を支援します。 

1909 ひとり親家庭等の福祉医療費給付事業              

福祉政策課 

 ひとり親家庭に対して、医療機関等での保険診療（入院・外来）の自己負担分を助成し

ます。 
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個別施策 20 子どもの貧困対策の推進 

現在から将来にわたって、すべての子どもが前向きな気持ちで夢や希望を持つことができ

るよう、学習・体験機会の確保を図り、生活や経済的な面を支援するとともに、保護者に対す

る就労等の支援の充実を図ります。 

また、様々な機会を通じて課題や困り事を抱えている家庭や子どもの把握に努めるととも

に、関係機関と連携しながら総合的な支援を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

※貧困対策については、「長野市子どもの貧困対策計画」において重点的に取り組む５つの分野

を定め、分野ごとに個別施策を定めて取組を推進しています。 

 

2001 ひとり親家庭子ども生活・学習支援事業         

子育て家庭福祉課 

 ひとり親家庭の小・中学生を対象に、学習習慣の習得と生活向上を図るため、学習支援

を行います。 

2002 スクールソーシャルワーカー活用               

学校教育課 

 長野市が独自に配置した社会福祉等の専門家であるスクールソーシャルワーカーを活用

し、様々な課題を抱える児童生徒に対して、取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地

域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている課題の解決に向けて支援を行いま

す。 

2003 保育所利用への配慮（再掲）                    

保育・幼稚園課 

 ひとり親家庭児童の保育所利用に際して、保育の必要度の点数を加点して、優先的に利

用できるよう配慮します。 

2004 高等職業訓練促進費給付金事業（再掲）              

子育て家庭福祉課 

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利な資格を取得するため、養成機関で修

業する期間のうち、一定期間について給付金を支給します。 

2005 トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付事業（再掲） 

商工労働課 

 安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促進を図るため、事業主に奨励金を交付しま

す。 

 



66 

2006 福祉医療費給付事業（子ども、ひとり親家庭）          

福祉政策課 

 18歳年度末までの子ども及びひとり親家庭に対して、医療機関等での保険診療（入院・

外来）の自己負担分を助成します。さらに、子どもの福祉医療制度の窓口無料化により、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 

 

 

個別施策 21 児童虐待防止対策の充実 

長野県中央児童相談所をはじめとした関係機関や庁内関係部局との密接な連携のもと、長

野市要保護児童対策協議会の機能の充実を図るなど、児童虐待の状況に応じた適切な相談対

応等を行う体制の強化を進めるとともに、児童虐待の通告等に迅速かつ適切に対応するため、

児童虐待の対応力の強化を図ります。 

また、妊娠期からの切れ目のない支援や親同士が気軽に参加・交流できる機会の拡充など、

様々なアプローチにより社会的孤立を防ぐことで、児童虐待の未然防止と早期支援を図りま

す。 

 

＜主な事業＞ 

2101 長野市要保護児童対策協議会運営           

子育て家庭福祉課 

 長野市要保護児童対策協議会の代表者会議や実務担当者会議等を定期的に開催し、長野

県中央児童相談所等の関係機関及び庁内関係部局による情報交換や情報共有を進め、児

童虐待の早期発見・早期対応を図ります。 

2102 児童虐待に対する専門性の向上             

子育て家庭福祉課 

 子どもに関わる関係者に対して、児童虐待についての知識や対応方法等を学ぶための研

修会等を開催します。 

2103 産後ケア事業（再掲）                   

保健所健康課 

 出産後（退院後）、育児不安等により特に保健指導が必要な産婦と新生児を対象として、

医療機関又は助産所における宿泊、通所もしくは訪問により、母体の管理や育児指導を

行い、育児不安等の軽減を図るため、サービス料の一部を補助します。 
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2104 親子関係スキルアップ事業                

子育て家庭福祉課 

 子育てに難しさを感じる保護者が、子どもの「行動」の理解の仕方を学び前向きに子育

てに取り組めることを目標に、ペアレント・トレーニングの手法による親子関係スキル

アップ講座を開催します。 

2105 産婦健康診査（再掲）                        

保健所健康課 

 出産後間もない産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回復、授乳状況や精神状態

の把握等）を行い、母体の健康や産後うつ予防、新生児への虐待予防等を図るために受

診する産婦健康診査費用の一部を公費で助成します。 

2106 乳児家庭全戸訪問事業（はじめまして赤ちゃん事業）      

保健所健康課 

 生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師又は保健師が訪問し、乳児の発育、栄養、生

活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、適切な指導、助言を行うとともに、母

親のメンタルヘルスや育児支援の必要性を評価し支援につなげます。 

2107 こども家庭センター（再掲） 

保健所健康課／子育て家庭福祉課 

 母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、子育

て世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、

新たに、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携し

ながら支援体制を強化するための地域資源の開拓などを担う「こども家庭センター」を

設置・運営します。 

2108 こども総合支援センター「あのえっと」（再掲）           

こども総合支援センター 

 乳幼児、児童・生徒など、子どもにかかわるワンストップの相談窓口として、教育、発

達、心理関係の専門の相談員が常駐し、電話やメール、来所による相談に応じます。ま

た、相談内容に応じて、教育委員会や小・中学校、幼稚園・保育園、その他関係機関に

つなぎ、連携支援の調整役を担います。 

2109 乳幼児健康診査（再掲）                       

保健所健康課 

 子どもの発育や発達を節目の年齢で確認し、発育状況の確認、疾病・障害等の早期発見、

保護者の育児不安等を軽減するため、乳幼児期に総合的な健診を実施します。 

 未受診者への周知、勧奨をより効果的に行い、全ての乳幼児の状況把握をすることで、

虐待の予防的対応を行います。 
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2110 ショートステイ・トワイライトステイ（再掲）        

子育て家庭福祉課 

 保護者の病気や妊娠･出産、家族の介護、冠婚葬祭等のため、家庭において児童を養育す

ることが一時的に困難になった場合、児童養護施設等において一定期間預かり、養育し

ます。（ショートステイ） 

 保護者の仕事、その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において

児童を養育することが困難になった場合も、児童養護施設等において一時的に預かり、

養育します。（トワイライトステイ） 

 児童虐待の未然防止につながるよう、長野市要保護児童対策協議会と連携し、支援を必

要としている家庭に対し制度の周知を図ります。 

 保護者が子どもと共に入所や利用することができたり、子どもが自ら入所・利用を希望

した場合に入所や利用が可能となるよう制度の拡充を検討します。 

2111 養育支援訪問事業（再掲）            

保健所健康課 

 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、養育を支援する必要がある乳児等若しくはそ

の保護者又は妊産婦に対して、保健師等による養育に関する相談、指導及び助言を行い

ます。 

2112 スクールソーシャルワーカー活用（再掲）           

学校教育課 

 長野市が独自に配置した社会福祉等の専門家であるスクールソーシャルワーカーを活用

し、様々な課題を抱える児童生徒に対して、取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地

域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている課題の解決に向けて支援を行いま

す。 

2113 こども広場、地域子育て支援センター（再掲） 

保育・幼稚園課 

 こども広場及び地域子育て支援センター並びに教育・保育施設で園開放等を行うおひさ

ま広場において、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場を提供します。 

 私立の子育て支援センターに対しては、週５日型への移行を促し、利便性の向上を図り

ます。 

2114 おひさま広場（再掲） 

保育・幼稚園課  

 未就園児と保護者を対象とした園開放を行い、在園児と交流することに加え、講演会・

講習会・父と子のふれあい事業を通し、子育ての情報提供を行います。 
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2114 児童虐待防止に向けた地域や市民への啓発                   

子育て家庭福祉課 

 児童虐待の早期発見及び防止を図るため、市民等からの通報等により虐待の早期発見・

早期対応につながるよう、地域や市民に対して児童虐待や通報等についての周知を図り

ます。 

 市政出前講座を通じて地域等への啓発を図り、社会全体で児童虐待防止に向けた取組を

進めていきます。 

2115 里親委託事業                     

子育て家庭福祉課 

 新たな里親の開拓に向け長野県や関係団体等と連携を図り、様々な事情で心身ともに傷

ついた子どもを、家庭的な雰囲気の中で養育する里親への支援を進めます。 

2116 ふたご・みつご広場（再掲）        

保健所健康課 

 ふたご・みつごの子育て家庭を対象に、育児についての悩みや不安を相談したり、参加

者同士が交流する場を提供します。 
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基本施策⑨ 子どもと親が安心して過ごせる居場所づくりの推進 

■目指す姿                                      

○すべての子どもと親が、地域の中に安心して自分らしく過ごすことができる居場所があ

り、また、地域の様々なイベントや交流活動を通じて、家族以外の人との信頼のおける

関わりを築いている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 22 安心安全な居場所、第三の居場所の充実 

すべての子どもが地域の中に安心して過ごすことができる場として、放課後子ども総合プ

ラン施設の充実や子どもと親が気軽に集い、遊ぶことができる地域子育て支援拠点の充実を

図ります。 

また、関係団体等が取り組む子どもの居場所づくりの活動の支援や多様な地域活動への参

加促進を通じて、家庭や学校以外の第三の居場所の充実を図ります。 

 

＜主な事業＞  

2201 放課後子ども総合プラン（再掲）   

こども政策課 

 小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童に対し、放課後等に、安全で安心

な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機会を提供することにより、

児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ります。 

 児童や保護者の需要に応じて制度の充実を図ります。また、希望児童※の受入れを全小学

校区で実現することを目指します。 

 学校施設の活用を図り、事業の実施に必要な居室面積を確保するとともに、施設環境を

整備します。 

 施設・運営に関する基準を必要に応じて見直しし、長野市放課後子ども総合プラン事業

ガイドラインに基づき適正に運営します。また、職員の確保に努めるとともに、職員の

専門性の向上を図るため、認定放課後児童支援員の資格取得の促進と職員研修等を充実

します。 

 地域の実情や保護者の意向を踏まえて、実施時間の延長に努めます。 
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2202 こども広場、子育て支援センター、こども誰でも通園制度      

保育・幼稚園課 

 主に 0歳から 3歳までの乳幼児とその保護者の皆さんの遊びと交流の場である「こども

広場」や、主に就園前のお子さんとその保護者が気軽に遊べ、交流をしたり、子育ての

情報交換ができる「子育て支援センター」の充実を図ります。 

 教育・保育施設等に通園していない子どもが、家庭とは異なる経験や同じ年頃の子ども

たちとの触れ合い、家族以外の人と関わる機会を創出するため、「こども誰でも通園制

度」を実施します。 

2203 子育ち・子育て応援団体が行う子どもの居場所づくりへの支援  

こども政策課 

 子育ち・子育て支援団体が行う子どもの居場所づくりのうち、利用する子どもの属性を

限定しないこと、常設でいつでも利用できる拠点があること、地域や学校と連携・情報

共有できること、多様な子どもの見守り・支援に繋がるよう複数の事業に取り組むこと

などの条件を満たしたものについて、事業の自立に向けた一定期間の間補助金を交付し

ます。 

2204 みらいハッケンプロジェクト                 

こども政策課 

 市内小中学生を対象に、市の登録を受けたスポーツや文化芸術、自然体験、各種教室な

どの参加費、入会費、月謝等に利用することができるポイント、”ハッ！ケンポイント”

を付与し、ポイントを活用した体験を通じて、子どもたちが自分の好きな活動を見つけ、

自己肯定感を育みながら成長できる環境を提供します。 

2205 伝統芸能こどもフェスティバル  

文化芸術課 

 次世代への伝統芸能の継承と文化芸術の振興、伝統芸能や文化芸術活動を行う子どもた

ちが活動の成果を発表する「伝統芸能こどもフェスティバル」を開催します。 

2206 スポーツ教室及びスポーツイベントの開催            

スポーツ課 

 地域のスポーツ関連団体（総合型地域スポーツクラブや指定管理者）と連携し、スポー

ツや運動による健康増進の意識づくり及びスポーツを通じた仲間づくりを目的として、

スポーツ教室を開催します。 

 総合型スポーツクラブ・地域密着型プロスポーツチーム・行政機関等が連携し、子ども

から高齢者まですべての世代の市民を対象に、スポーツの動機づけ及びスポーツや運動

による健康増進の意識づけを目的としたスポーツイベントを開催します。 

  



72 

基本施策⑩ 子育てに関する情報提供の充実 

■目指す姿                                      

○子育てに関する様々な分野のきめ細かな情報を手軽に入手することができ、子どもや家

庭の状況に応じて、支援やサービス等が必要な人に必要な情報が届き、適切な活用がで

きる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 23 子育て情報の発信の充実 

子育てに関するきめ細かな情報について、誰もが入手しやすく、必要な人に必要な情報が確

実に届くよう、様々な機会・媒体を通じた効果的な情報発信に取り組みます。 

 

＜主な事業＞  

2301 ながのわくわく子育てＬＩＮＥ          

こども総合支援センター 

 妊娠期から 6 歳（年長児）までの乳幼児の保護者を対象に、マタニティ生活やお子さん

の成長に応じたタイムリーなアドバイスとともに、市からのお知らせなどを市公式 LINE

にて配信します。 

2302 チャットボット           

こども政策課／こども総合支援センター 

 ライン公式アカウントにおいて、子育てに関する各種手続きを簡単に確認できるよう、

子育て支援チャットボット機能を設けます。 

2303 ながのプラス                       

情報システム課 

 市が提供する各 WEB サービスに一つのアプリからアクセスできるとともに、市民が求め

る情報を市からプッシュ型で届けるスマートフォン用アプリ「ながのプラス」を提供し

ます。 

2304 すくすくなび                        

保健所健康課 

 妊娠、出産、子育てまでの幅広い内容について必要な情報を、必要な時期に、必要とさ

れる利用者へ届けるとともに、子どもの予防接種や成長記録、病院や子育て関連施設等

が検索できる施設一覧など、様々な情報を管理できる子育て支援アプリ「すくすくなび」

を提供します。 
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2305 子育てガイドブック                

こども総合支援センター 

 市の子育てに関する情報を 1 冊にまとめた「長野市子育てガイドブック」を作成・配布

します。 

2306 子どものための情報マガジン（ホリデーながの） 

家庭・地域学びの課 

 家庭や学校ではできない体験活動として、「青少年錬成センター」「市立博物館」など

の情報を掲載します。 

2307 おでかけ通信ながの 

観光振興課 

  

 

 

2308 健康カレンダー                       

保健所健康課 

 母子保健事業や各種検診、予防接種、各種相談、訪問指導等に関する事業内容、スケジ

ュール等を掲載した「健康カレンダー」を作成・配付します。 

 

2309 母子健康手帳                        

保健所健康課 

 母子の健康診査、予防接種、保健指導を受けた情報を記入し、乳児又は幼児の健康の保

持及び増進を図るため「母子健康手帳」を妊娠届出時に交付します。 

2310 子どもの救急・急病ガイドブック／子どもの急病対策講座    

保健所総務課 

 長野市小児科医会の協力により、お子さんの病状と初期対応についてまとめた「子ども

の救急・急病ガイドブック」を作成・配付します。 

 子どもの急病の対処方法や受診の目安などについて、小児科医による講義及び質疑応答

を行う「子どもの急病対策講座」を開催します。 
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基本施策⑪ 経済的支援の充実 

■目指す姿                                      

○出産や子育てにかかる経済的負担感が軽減されることで、安心して子どもを産み、子育

てができ、子どもが健やかに育っている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 24 経済的支援の充実 

幼児教育・保育の無償化や第３子以降の子を産み育てやすい環境を整えるための保育料の

軽減、福祉医療費給付など、各種経済支援に取り組み、子育てにかかる経済的負担の軽減を図

ります。 

 

＜主な事業＞  

2401 幼児教育・保育の無償化                  

保育・幼稚園課 

 ３歳から５歳までのすべての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子ども

についての、幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料を無償化します。 

2402 多子世帯の保育料軽減                   

保育・幼稚園課 

 第３子以降の子どもを産み育てる環境を整えるため、多子世帯の保育所等の保育料を軽

減します。 

2403 ごみ処理手数料の減免                

生活環境課 

 ごみの減量が難しい日常的な紙おむつの使用者に対し、可燃ごみ指定袋を現物支給しま

す。 

2404 ながの子育て家庭優待パスポート事業          

子育て家庭福祉課 

 妊婦及び 18歳までの子どもがいる世帯に対して、長野県内すべての協賛店から、協賛店

舗ごとに定められた子育て支援サービスを受けられるパスポートカードを配布します。

また、長野市内の協賛店を掲載したパンフレットを合わせて配布します。 
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2405 福祉医療費給付事業（子ども、ひとり親家庭）          

福祉政策課 

 18歳年度末までの子ども及びひとり親家庭に対して、医療機関等での保険診療（入院・

外来）の自己負担分を助成します。さらに、子どもの福祉医療制度の窓口無料化により、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 

2406 実費徴収に係る補足給付を行う事業             

保育・幼稚園課 

 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具などの購入に要する費用等及び特定子ども・子育て支援施設等に対

して支払うべき食事の提供にかかる副食材料費の助成を行います。 

2407 妊婦支援給付金                       

保健所健康課 

 妊婦及び妊娠しているこどもの人数に応じた給付金を支給します。 

2408 初回産科受診料助成事業                   

保健所健康課 

 低所得世帯の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、出産・子育て期の必要な支援につ

なげるため、初回の産科受診に要した費用を助成します。 

2409 要支援母子栄養食品支援事業     

保健所健康課 

 低所得世帯の妊産婦または乳児に保健師が訪問し粉ミルク等を支給します。 

2410 産後ケア事業利用料の減免 

保健所健康課 

 産後ケア事業の利用にかかる費用について、低所得世帯に該当する場合は、自己負担額

を減免します。 

2411 児童手当                       

子育て家庭福祉課 

 家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長

を支援することを目的として、高校生年代（18歳到達後の最初の年度末まで）の児童を

養育している保護者に対し、児童手当を支給します。 

2412 児童扶養手当（再掲）                      

子育て家庭福祉課 

 18歳までの児童を養育しているひとり親又は養育者に、児童扶養手当を支給します。 
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2413 特別児童扶養手当                       

障害福祉課 

 重度若しくは中度の身体障害または知的障害、精神障害がある 20歳未満の児童を養育し

ている保護者に対し、特別児童扶養手当を支給します。 

2414 重度心身障害児福祉年金 

障害福祉課 

  

 

 

2415 障害児福祉年金 

障害福祉課 

  

 

 

2416 国民健康保険料の軽減 

国保・高齢者医療課 

 国民健康保険に加入している未就学児童の均等割保険料を５割軽減します。 

 国民健康保険に加入している妊産婦の所得割・均等割を、申請により、出産予定又

は出産月の前月から出産月の翌々月までの４か月（多胎の場合は６カ月）軽減しま

す。 

2417 国民年金保険料の免除                

国保・高齢者医療課 

 国民年金第１号被保険者が出産をされた際、申請により、産前産後の国民年金保険

料を一定期間免除します。 
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第４章 基本目標Ⅳ 地域で子どもが安心して過ごせるよう社会

全体で子どもの育ち・子育てを支援する 

基本施策⑫ 地域における子育て支援の推進 

■目指す姿                                      

○地域全体が子どもを大切に思い、子育て家庭への理解を深めつつ、多様な主体がそれぞ

れの役割を持ち、地域ぐるみで子どもを育み、子育てを支えている。 

○子どもが権利の主体であることが社会全体で共有され、一人ひとりの人格や個性、意見

が尊重されている。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 25 子育て支援ネットワークづくり 

子育て家庭の負担感や孤立感の解消を図るため、地域子育て支援センターなどにおいて、子

育て家庭同士等の交流機会の拡充を図るとともに、自主的なサークル活動等の活性化を支援

します。 

また、子育て家庭の積極的な地域活動への参加を促進するため、様々な団体等が行っている

活動に関する情報提供の充実を図ります。 

 

＜主な事業＞  

2501 こども広場、地域子育て支援センター（再掲） 

保育・幼稚園課 

 こども広場及び地域子育て支援センター並びに教育・保育施設で園開放等を行うおひさ

ま広場において、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場を提供します。 

 私立の子育て支援センターに対しては、週５日型への移行を促し、利便性の向上を図り

ます。 

2502 おひさま広場（再掲） 

保育・幼稚園課 

 未就園児と保護者を対象とした園開放を行い、在園児と交流することに加え、講演会・

講習会・父と子のふれあい事業を通し、子育ての情報提供を行います。 

2503 保育所地域活動事業                    

保育・幼稚園課 

 高齢者との交流や卒園児・未就園児との交流など、世代間交流・異年齢交流を通じて、

保育所の地域に開かれた事業活動を展開します。 

2504 子育て情報の発信                  
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こども家庭センター 

 妊娠から出産、子育て期における子育て相談や子どもの健康診査、保育所等入園手続き

など、０歳から 18歳までの子どもに関する様々な情報を、「子育てガイドブック」、「な

がのわくわく子育てＬＩＮＥ」などを活用して発信し、その充実を図ります。 

2505 子育てサークル維持のための周知支援           

保育・幼稚園課 

 子育てサークル活動の活性化のため必要な助言等を行うとともに、構成員の確保に向け

て、子育てガイドブックや市ホームページ、ＳＮＳ、健診時等、様々な媒体を活用し、

子育てサークル活動の情報提供を行います。 

2506 子育て支援団体のネットワーク形成             

こども政策課 

 ながの子ども・子育てフェスティバル実行委員会の活動を通じて、子どもを産み育てや

すい都市の実現に向けて、地域で子育てを応援している団体・企業が集い、その想いを

共有し、地域社会が一丸となって子ども・子育てを支えるためのネットワークを形成す

るとともに、子ども・子育て家庭と支援者がつながる。 

2507 長野市緊急時における子ども支援ネットワーク参画（再掲）   

こども政策課 

 災害時などに、すべての子どもとその家族に必要な支援が適切に提供できる体制づくり

行うことを目的として NPO 法人が設立した「長野市緊急時における子ども支援ネットワ

ーク」に相談役として参画し、行政の窓口機能を担うとともに、ネットワークとの連絡

調整を行います。 

2508 ふたご・みつご広場（再掲）               

保健所健康課 

 ふたご・みつごの子育て家庭を対象に、育児についての悩みや不安を相談したり、参加

者同士が交流する場を提供します。 

 

 

個別施策 26 地域における子ども・子育て支援活動の活性化 

地域全体で子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支えるまちづくりを推進するため、ファ

ミリー・サポート・センターや子育てサークル、児童育成地域組織の活性化を図るとともに、

多様な子ども・子育て支援活動を行う団体等の活動を支援します。 
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＜主な事業＞  

2601 ファミリー・サポート・センター（再掲） 

保育・幼稚園課 

 子育ての手助けが欲しい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）に会員登録していただき、保育施設までの送迎、保育施設

の開始前や終了後又は学校の放課後の預かり、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の

緊急預かりその他の多様化する子育て世帯のニーズに対応し、子育てのサポート等を提

供する相互援助活動を促進します。 

 利用者の声や意向を把握し、幅広い市民ニーズに対応できる体制作りを進めるとともに、

子育てを終えた世代など提供会員の新規開拓や講習要件の見直し等による会員の確保を

図ります。 

2602 地域活動団体に対する活動支援                 

福祉政策課 

 地域における子育てに関連する支え合い活動をする団体の情報を集約し、必要な人と結

び付ける地域福祉ワーカーが市内全地区に配置され、活動が継続されるよう、住民自治

協議会に対して支援を行います。 

2603 長野市子育てサークル活動支援                

保育・幼稚園課 

 若い世帯が安心して子育てできる環境づくりを支援するため、地域において仲間づくり

や情報交換等を行う子育てサークルの活動に要する経費に対し、補助金を交付します。 

2604 児童育成地域組織に対する活動支援

こども政策課 

 家庭及び地域が一体となって児童の健全育成を図るために、放課後子ども総合プラン実

施施設を拠点に、地域住民、保護者等が参加する児童育成クラブその他の地域組織の活

動に補助金を交付します。 

2605 ながの子育て家庭優待パスポート事業（再掲）  

子育て家庭福祉課 

 妊婦及び 18歳までの子どもがいる世帯に対して、長野県内すべての協賛店から、協賛店

舗ごとに定められた子育て支援サービスを受けられるパスポートカードを配布します。

また、長野市内の協賛店を掲載したパンフレットを合わせて配布します。 
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2606 乳幼児とふれあう機会の提供（再掲） 

保育・幼稚園課 

 乳幼児を身近な存在として意識し、愛着の感情を醸成するとともに、将来、親となり子

育てに関わる際の予備知識を得る大切な機会となることから、保育所等において中学生

や高校生が乳幼児と出会い、ふれあう機会を広げるための取組を推進します。 

2607 子育ち・子育て応援団体が行う子どもの居場所づくりへの支援 

こども政策課 

 子育ち・子育て支援団体が行う子どもの居場所づくりのうち、利用する子どもの属性を

限定しないこと、常設でいつでも利用できる拠点があること、地域や学校と連携・情報

共有できること、多様な子どもの見守り・支援に繋がるよう複数の事業に取り組むこと

などの条件を満たしたものについて、事業の自立に向けた一定期間の間補助金を交付し

ます。 

2608 放課後子ども総合プラン（アドバイザー活動）               

こども政策課 

 地域に開かれた施設運営に努め、アドバイザーや地域ボランティアを活用し、児童に多

様な体験活動、交流・学習等の機会を、全小学校区で定期的かつ継続的に提供します。 

2609 子育て支援団体のネットワーク形成（再掲）       

こども政策課 

 ながの子ども・子育てフェスティバル実行委員会の活動を通じて、子どもを産み育てや

すい都市の実現に向けて、地域で子育てを応援している団体・企業が集い、その想いを

共有し、地域社会が一丸となって子ども・子育てを支えるためのネットワークを形成す

るとともに、子ども・子育て家庭と支援者がつながる。 

2610 特定教育・保育施設等の情報公表に係る体制の整備 

保育・幼稚園課 

 特定教育・保育施設を利用しようとする保護者等が、適切かつ円滑に施設を利用する機

会を確保するため、施設・事業者の経営情報の公表やデータベース化などの継続的な見

える化を図っていきます。 

 

 

個別施策 27 子どもの権利を尊重する意識の醸成 

子どもが権利の主体であることを社会全体で共有するため、子どもの意見を聴取しながら、

子どもの権利を守る条例を制定するとともに、様々な機会や媒体を通じて、条例の周知及び子

どもの権利に関する意識啓発を行います。 

また、こども施策等の推進にあたり、施策の対象となる子どもの意見を幅広く聴取し、反映

させるための仕組みづくりを進めます。 
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＜主な事業＞  

2701 子どもの権利を守る条例の制定 

こども政策課 

 子どもを権利の主体であることを社会全体で共有するため、子どもの意見を踏まえなが

ら、子どもの権利を守る条例を制定します。 

2702 子どもの意見を反映させる仕組みづくり 

こども政策課 

 子どもの意見を市の子ども施策に反映させるための仕組みづくりを進めます。 

2703 経済団体等との連携による事業主への意識啓発 

こども政策課 

 育児休業の取得促進や労働時間等の改善など、ワーク・ライフ・バランス推進に関する

意識啓発を図るため、長野市子育て支援事業所連絡協議会と連携し、事業所や市民を対

象とした講演会を開催するほか、好取組事例の情報共有などを進めます。 
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基本施策⑬ 多様な働き方に対応する子育て支援の充実 

■目指す姿                                      

○職場における子育て家庭に対する理解や体制の整備が進み、また、ニーズに応じた多様

な保育サービスの充実により、希望する仕事と子育ての調和を実現するための柔軟な働

き方ができる。 

 

■施策の展開                                    

個別施策 28 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方の見直しの促進 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、事業主や市民に対し、子育て支援や働き方の見直

しへの意識啓発を図ります。 

また、事業所に対し、各種法令・制度の遵守、活用に向けた広報・啓発を行うとともに、ワ

ーク・ライフ・バランスの実現に向けた積極的な取組を評価し支援します。 

 

＜主な事業＞  

2801 経済団体等との連携による事業主への意識啓発（再掲） 

こども政策課 

 育児休業の取得促進や労働時間等の改善など、ワーク・ライフ・バランス推進に関する

意識啓発を図るため、長野市子育て支援事業所連絡協議会と連携し、事業所や市民を対

象とした講演会を開催するほか、好取組事例の情報共有などを進めます。 

2802 子育て雇用安定奨励金交付事業                 

商工労働課 

 仕事と子育ての両立を支援する制度を実施した中小企業者に対し奨励金を交付し、働き

やすい雇用環境づくりを支援します。 

2803 仕事と子育ての両立等に取り組む企業に配慮した入札制度       

契約課 

 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・

届出について、本市の入札における加点項目とし、事業所の仕事と子育ての両立を図る

ための雇用環境の整備を促進します。 
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2804 男女共同参画優良事業者表彰 

人権・男女共同参画課 

 市内に本社機能を持ち、市内の事業所の従業員数 300 人以下の事業者で、性別にとらわ

れない職域の拡大や女性の登用を促進し、ワーク・ライフ・バランスの視点から、働く

者がその状況に応じて多様で柔軟な働き方を可能とする職場の環境整備を図り、男女共

同参画を先進的に取り組む企業を表彰します。 

 

 

個別施策 29 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

仕事と子育ての両立のため、多様な働き方に対応するきめ細かな保育サービスや子育て支

援の展開を図ります。 

 

＜主な事業＞  

2901 延長保育事業（再掲）                

保育・幼稚園課 

 就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により保育時間の延長が必要な家庭に対

し、通常の利用時間外に保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施します。 

 保育短時間認定児童向け（８時間を超え 11時間までの利用）については、公私立全ての

施設で実施します。 

 保育標準時間認定児童向け（11時間を超える利用）については、公立施設は市が指定し

た施設で実施し、私立施設は利用者のニーズ等に基づき実施します。 

 所得に応じた利用料の減免を行います。 

2902 夜間保育事業                        

保育・幼稚園課 

 保護者の夜間の就労に対応するため、夜間保育を実施します。 

2903 一時預かり事業（再掲）          

保育・幼稚園課 

［一般型、余裕活用型］ 

 保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭で

の保育が困難な場合、また、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するた

めの子育て支援として、保育所等で一時的に預けることができる一時預かり事業を実施

します。 

［幼稚園型］ 

 施設型給付を受ける認定こども園・幼稚園の１号認定子どもの園児を主な対象として、

一時預かり事業（幼稚園型）を実施します。 
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2904 病児・病後児保育事業（再掲）  

保育・幼稚園課 

 保護者が就労等している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場

合に、保育所等に代わる専用の施設において病気等の児童を一時的に保育します。 

 実施中の４施設については、利用定員の拡大、病後児対応型から病児対応型への移行な

ど、実施事業者と連携し、事業の充実に取り組みます。 

 医療機関以外での病後児対応型の実施、予約システムの導入、事前登録の一本化など、

利便性の向上に取り組みます。 

2905 放課後子ども総合プラン（再掲）   

こども政策課 

 小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童に対し、放課後等に、安全で安心

な遊びの場及び生活の場において多様な体験活動、交流等の機会を提供することにより、

児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ります。 

 児童や保護者の需要に応じて制度の充実を図ります。また、希望児童※の受入れを全小学

校区で実現することを目指します。 

 学校施設の活用を図り、事業の実施に必要な居室面積を確保するとともに、施設環境を

整備します。 

 施設・運営に関する基準を必要に応じて見直しし、長野市放課後子ども総合プラン事業

ガイドラインに基づき適正に運営します。また、職員の確保に努めるとともに、職員の

専門性の向上を図るため、認定放課後児童支援員の資格取得の促進と職員研修等を充実

します。 

 地域の実情や保護者の意向を踏まえて、実施時間の延長に努めます。 

2906 教育・保育施設を利用する保護者の負担軽減 

保育・幼稚園課 

 使用済みおむつの持ち帰りに対する保護者の負担軽減を図るため、公立保育所・認定こ

ども園全園で使用済みおむつの処分を実施します。 

 私立保育所・認定こども園等に対し、自園処理を推進するための支援として、おむつ処

分費に対する補助を行います。 

 

2907 ごみ処理手数料の減免（再掲）               

生活環境課 

 ごみの減量が難しい日常的な紙おむつの使用者に対し、可燃ごみ指定袋を現物支給しま

す。 
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第５章 計画の推進 

１ 市民や関係機関等との連携 

 

本計画の推進に当たっては、市や県、公的機関の取組だけでなく、家庭や地域をはじめ、

子育てサークル、ＮＰＯ、ボランティア、教育・保育施設の事業者、民間企業等の協力が不

可欠です。そのため、これらの関係機関等と連携しながら、社会全体で子ども・子育て支援

を推進していきます。 

 

 

２ 計画の達成状況の点検・評価 

 

本計画の着実な推進を図るため、長野市の庁内組織である「長野市子ども・子育て支援新

制度推進委員会」において全庁的な調整を図るとともに、長野市版子ども・子育て会議であ

る長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、施策・事業の進捗状況について毎年

度点検・評価して結果を公表し、施策・事業の改善等につなげていくこととします。また、

計画全体の成果については、令和 10年度に実施予定のニーズ調査などを活用して評価を行

います。 

 

 

計画の立案・見直し 

施策・事業の実施 施策・事業の改善・変

進捗状況と成果の点検・評

価 
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第３部 

量の見込みと確保方策 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

第４部 

資 料 編 

 

１ 指標・目標値一覧 

２ 計画策定の経緯等 

３ 用 語 解 説 

４ 関係法令及び条例等 

 

 

 


